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平成２９年５月３０日判決言渡 

平成２７年 第１９７４号 違約金等支払請求事件 

判 決 

主 文 

１ 原告の主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用（補助参加によって生じたものを含む。）は原告の

負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

 １ 主位的請求 

   被告は，原告に対し，１６億６１９９万１２４０円及びこれに対する平成２

７年３月１２日から支払済みまで年１８.２５パーセントの割合による金員を

支払え。 

 ２ 予備的請求 

   被告は，原告に対し，８億３０９９万５６２０円及びこれに対する平成２７

年２月１０日から支払済みまで年１８.２５パーセントの割合による金員を支

払え。 

第２ 事案の概要 

１ 事案の要旨 

原告は，被告との間で，被告及びＡ株式会社（以下「Ａ」という。）が名古

屋市α区βγ丁目Δ他に建設予定のビル（以下「本件ビル」という。）に係る定

期建物賃貸借契約（以下「本件本契約」という。）を締結するための予約契約（以

下「本件予約契約」という。）を締結していたところ，本件は，

おり，原告が，本件予約契約を解除したなどと主張して，被告に対し，主位的

に本件予約契約上の予約金８億３０９９万５６２０円の返還及びこれと同額の

違約金の支払等を求め，予備的に上記予約金の返還等を求める事案である。 
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 主位的請求は，原告が，本件予約契約の解除原因として，①本件予約契約

上，本件ビルの開業時期を平成２８年春（３月ないし５月）とする旨の合意

又は平成２８年春から大幅に遅延させない旨の黙示の合意があるのに，被告

がこれに違反したことが同契約１５条１項３号（同条４項による読替え後の

もの）の定める解除事由に該当する，②本件ビルの建設工事（以下「本件工

事」という。）に係る事前調査の不備や建設計画の不備という被告の責めに帰

すべき事由により本件ビルの開業時期が１年間遅延したために，本件本契約

の締結が困難になったことが同契約１５条１項４号（同条４項による読替え

後のもの）の定める解除事由に該当する，③被告が開業遅延について真摯な

対応をしなかった上，原告に対して違約金の支払を請求するなどしたために，

原告と被告との間の信頼関係を構築することが不可能になったことが本件

予約契約１５条１項１３号又は同条４項の定める解除事由（同条１項４号

〔同条４項による読替え後のもの〕に準ずる事由により本件予約契約を継続

し難くなったとき）に該当するから，本件予約契約１５条４項に基づき同契

約を解除したと主張して，被告に対し，同項に基づき，予約金８億３０９９

万５６２０円の返還及び違約金８億３０９９万５６２０円の支払並びにこ

れらの合計である１６億６１９９万１２４０円に対する平成２７年３月１

２日（原告による上記解除の意思表示の日の翌日）から支払済みまで同契約

２０条に基づく年１８．２５パーセントの割合による遅延損害金の支払を求

めるものである。 

 予備的請求は，原告が，本件予約契約の解除原因につき，①本件ビルの開

業時期が本件予約契約時に予定されていた平成２８年春から少なくとも１

年程度遅延することが確実になったため，同年春に開業するビルの定期建物

賃貸借契約を締結するという本件予約契約の目的の達成が不可能となった

ことを理由に，履行不能に基づき同契約を解除した，②本件工事の遅延によ

り本件ビルの開業時期が１年間遅延し，原告と被告との間の開業時期に係る
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計画から完全に逸脱したことが本件予約契約１４条１項１号の定める解除

事由に該当することを理由に，同項に基づき同契約を解除した，③本件ビル

の開業時期が１年間遅延したために原告の経済的損害の発生が確実となっ

て本件本契約の締結が困難となったことが本件予約契約１４条１項４号の

定める解除事由に該当することを理由に，同項に基づき同契約を解除した旨

主張するとともに，④原告及び被告が主張するいずれの解除事由も認められ

ない場合においても，被告が株式会社Ｂ（以下「Ｂ」という。）との間で二重

に契約を締結したため，本件予約契約は終了しており，又は，原告において

同契約１５条１項４号（同条４項による読替え後のもの），同契約１４条１項

１号又は事情変更（信義則）に基づいて同契約を解除できるから，被告には

予約金を保持する正当な権限がない旨主張して，被告に対し，解除（履行不

能ないし本件予約契約１４条２項）による原状回復請求又は不当利得返還請

求として，予約金８億３０９９万５６２０円の返還及びこれに対する平成２

７年２月１０日（原告による上記①ないし③の解除の意思表示の日の翌日）

から支払済みまで本件予約契約２０条に基づく年１８．２５パーセントの割

合による遅延損害金の支払を求めるものである。 

２ 前提事実 

以下の事実は，当事者間に争いがないか，後掲の証拠及び弁論の全趣旨によ

り容易に認めることができる。 

 当事者等 

 ア 原告は，パソコン・ＯＡ機器・カメラ，オーディオ・ビデオ機器，家電，

携帯時計，ゲーム機・ソフト，ＣＤ・ＤＶＤソフト等の販売を業とする株

式会社である。（争いのない事実） 

 イ 被告は，不動産の保有，管理及び賃貸等を業とする株式会社であり，Ａ

の完全子会社である。（争いのない事実，弁論の全趣旨） 

 本件予約契約の締結 
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 ア Ａは，名古屋市からの要請（乙１）を踏まえて，「名古屋駅新ビル計画」

を策定して本件ビルの建設を決定し，併せて，被告に対し，本件ビルの運

営及び管理を任せた。被告及びＡは，本件ビルの出店者の選定方法として，

いわゆるプロポーザル方式を採用し，平成２２年７月２３日，家電量販店

に対し，本件ビルの商業区画への出店についての提案を募集したところ，

原告の提案が最も適当であると判断した。そして，原告，被告及びＡは，

平成２３年２月１０日，同日付けの出店合意書（以下「本件合意書」とい

う。）を取り交わし，これにより，原告と被告が本件ビルの定期建物賃貸

借契約（本件本契約）に係る定期建物賃貸借予約契約（本件予約契約）の

契約条件の協議を行うこと等を内容とする合意をした。（乙１ないし５，

４６，弁論の全趣旨） 

 イ 原告，被告及びＡは，平成２５年１月２３日頃，本件予約契約を締結し

たところ，本件予約契約中には，原告が，本件予約契約及びこれに付随し

て締結する契約に基づき被告に対して負担する一切の金銭の弁済を担保

するため，被告に対し，予約金として８億３０９９万５６２０円を支払う

ものとする旨の条項があり（本件予約契約８条１項），原告は，被告に対

し，同月，同条項に基づき，上記予約金相当額を支払った（以下「本件予

約金」という。）。（争いのない事実，甲３，弁論の全趣旨） 

   ウ  本件予約契約に係る「定期建物賃貸借予約契約書」（以下「本件予約

契約書」という。）には，「被告と原告とは，Ａ及び被告が建設してい

る平成２８年春に開業予定の本件ビルについて定期建物賃貸借契約を締

結するための予約契約（なお，本件予約契約は，被告と原告が定期建物

賃貸借契約の締結義務を負うことを内容とするものであり，被告原告共

に予約完結権を有さない予約とする。）を以下のとおり締結する。」旨

の頭書が存在する。（甲３） 

     本件予約契約書の２条には，本件ビルについて，「平成２８年春に開
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業予定の新ビル」との記載がある（以下，同記載及び前記 の本件予約

契約頭書の記載を併せて，「本件記載」という。）。（甲３） 

     本件予約契約書の３条（賃貸借契約の締結義務）には，被告と原告は，

被告が甲工事（原告の費用負担で，原告の設計に起因して発生する工事

のうち，Ａ又は被告が設計施工する工事）を着工する前日までに，本件

予約契約書別紙「定期建物賃貸借契約書条項案」（ただし，今後も検討

を要する案文には【注】記で付記をする。）記載の内容で本件本契約を

締結する旨の記載等がある。（甲３） 

エ 原告が主位的請求において本件予約契約の解除事由として主張する同契

約の関係条項の内容は，要旨，次のとおりである。（甲３） 

  １５条４項並びに同条１項３号及び同項４号（各号につきいずれも同

条４項による読替え後のもの） 

      原告は，被告において次の３号ないし１１号又はこれらに準ずる事由

により本件予約契約を継続し難くなったときは，何らの催告なしに直ち

に本件予約契約を解除することができる。この場合，原告は，解除によ

り被告に発生した損害を賠償する責任を一切負わず，被告は本件予約金

全額を直ちに原告に返還し，かつ，それと同額を違約金として原告に支

払うものとする。 

３号 １５条１項１号及び同項２号の他，本件予約契約の定めに違反し

たとき。 

４号 被告の責めに帰すべき事由で，本件本契約の締結を拒否若しくは

締結のための協議に応じず又は条件表に定める内容に対して大幅

な変更・追加・削除を申し出るなど，本件本契約の締結が困難とな

ったとき。ただし，このうち，関係官公庁の指導，法律の改正，経

済情勢の大幅な変動等により変更の必要が合理的に認められる場

合は除く。 
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（５号ないし１１号 省略） 

 １５条１項１３号 

１５条１項１号ないし同項１２号に準ずる事由により本件予約契約を

継続し難くなったとき。 

オ 原告が予備的請求において本件予約契約の解除事由として主張する同契

約の関係条項の内容は，要旨，次のとおりである。（甲３） 

     １４条１項 

被告及び原告は，以下の各号のいずれかの場合，本件予約契約を解除

することができる。この場合，被告原告とも，お互いに相手方に対し損

害賠償，違約金等の請求をしない。 

１号 天災地変その他の不可抗力，暴動・争議，経済事情の変動，土壌

汚染や埋設文化財等の判明，本件ビルの建設計画に影響する許認可

や第三者の開発行為の滞りその他の事由により被告・原告の計画ど

おりの本件ビル建設が困難と合理的に判断されるとき。 

（２号及び３号 省略） 

４号 その他前各号に準ずる事由で，本件本契約の締結が困難と合理的

な理由により判断されるとき。 

   １４条２項 

    前項の場合，被告は受領済みの予約金を無利息にて原告に対して返還

するものとする。 

カ 本件予約契約２０条は，遅延損害金について，次のように定めている。

（甲３） 

被告又は原告は，本件予約契約による金銭債務の履行を怠ったときは，

遅延日数に応じ，年率１８．２５パーセントの割合で計算した遅延損害金

を相手方に支払う。ただし，その支払遅延者が遅延損害金を支払った場合

といえども相手方の有する（解除権は法定，合意の別を問わない。）解除
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権の行使には何ら影響を及ぼさない。 

 本件予約契約の解除 

 ア 原告は，被告に対し，平成２７年２月９日，「平成２８年春開業の建物

の賃貸借契約を締結するという目的達成不能を理由として，本件予約契約

を解除する」旨記載のある通知書により，本件予約契約を解除する旨の意

思表示をし（以下「本件原告解除１」という。），速やかに本件予約金を

返還するよう求めた。（甲１０の１・２） 

 イ 被告は，原告に対し，平成２７年３月６日，書面により，被告が本件原

告解除１の誤りを指摘し，原告の翻意を願って原告代表者への面会を求め

たにもかかわらず，原告がこれを拒絶し，協議に応じなかったことが本件

予約契約１５条１項４号の解除事由（本件本契約の締結拒否及び本件本契

約締結のための協議に応じないこと）に該当する旨主張して，同項柱書に

基づき，本件予約契約を解除する旨の意思表示をし（以下「本件被告解除」

という。），同条２項に基づき，本件予約金を違約金として処理すること

を通知した。（甲８，乙４０） 

 ウ 原告は，被告に対し，平成２７年３月１１日，書面により，本件ビル建

設に係る事前調査及び本件ビル建設計画の不備という被告の責めに帰す

べき事由により，本件ビルの開業時期が本件予約契約締結時点において前

提とされていた平成２８年春から遅延し，原告と被告との間で本件本契約

を開始・継続するために信頼関係を構築することは著しく困難となってお

り，被告との間で本件本契約を締結することは著しく困難となった旨主張

して，本件予約契約１５条１項に基づき，同契約を解除する旨の意思表示

をし（以下「本件原告解除２」という。），同条４項に基づき，本件予約

金の返還及び違約金８億３０９９万５６２０円の支払を求めた。（甲９の

１・２） 

２ 争点及びこれに関する当事者の主張 
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 本件予約契約１５条１項３号（同条４項による読替え後のもの）を解除事

由とする，原告による同契約の解除の効力（争点①） 

  （原告の主張） 

ア 本件ビルの開業時期を平成２８年春（３月ないし５月）とする旨の合意

（以下「本件開業時期合意１」という。）に被告が違反したことが「本件

予約契約の定めに違反したとき」に該当すること 

  本件予約契約において本件開業時期合意１が成立していること 

  ａ 本件予約契約に本件記載がなされた経緯は，次のとおりである。す

なわち，被告が平成２３年１２月１２日に原告に対して初めて示した

本件予約契約の条項案（乙７の１）には，本件ビルの竣工時期及び開

業時期の記載がなかったところ，原告は，開業準備との関係で開業時

期の特定が必要不可欠であったから，被告に対し，平成２４年１２月

２２日，本件予約契約の条項案（乙１６の２）を送付し，その中に「平

成２８年３月末に開業予定の，との特定も必要と存じます」と付記し

た上で，条項案に「平成２８年３月末に開業予定の」という文字を挿

入した。これに対し，被告は，本件ビルの開業時期を記載すること自

体は拒絶せず，原告が挿入した「平成２８年３月末」との文言を「平

成２８年春」と修正し（乙１７の２。以下「本件修正」という。），

本件記載であれば応諾する旨の返答をした。 

    また，Ａは，原告に対し，本件予約契約の締結に先立つ平成２４年

４月２０日頃，本件ビルの竣工時期を平成２７年１２月，開業時期を

平成２８年３月とする旨明記したスケジュール（甲１２）を交付し，

同じ頃，本件ビルの開業時期が平成２８年３月である旨繰り返し説明

し，さらに平成２４年５月，本件ビルの竣工が平成２７年末，開業が

平成２８年春となることを報道発表する（甲１３ないし１４の４）と

ともに，平成２４年６月，このスケジュールを前提としたパンフレッ
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ト（甲１５）を作成及び配布していた。 

上記経緯に照らすと，被告が原告に対し，本件ビルの開業期限を設

けることを承諾したことは明らかであり，原，被告間において，本件

開業時期合意１が成立したといえる。 

ｂ もし，本件記載が本件ビルの開業期限を意味するものではないとす

るならば，本件ビルの開業がいくら遅延しても双方一切責任を負わな

いことになり，そのような解釈は当事者の意思と明らかに乖離するし，

本件予約契約に係る履行遅滞・履行不能がおよそ観念され得ず，当事

者を半永久的に拘束することとなって，極めて不合理な結論となる。 

ｃ 被告及びＡは，原告に対し，開業遅延問題が生じた後，複数回にわ

たり，開店準備金等の名目での金員支払に言及したところ，この事実

は，被告及びＡが，平成２８年春を本件ビルの開業期限と認識してい

たことを意味する。なお，ＡのＣ社長（当時。以下「Ａ社長」という。）

は，平成２６年４月１日，会見において，Ｄ株式会社とＥ株式会社の

共同企業体（以下「施工ＪＶ」という。）に対して損害賠償をしない

旨述べたが，その理由として「工期が決まっていない（平成２８年春

が期限ではない）」とは述べていない。 

     被告が本件開業時期合意１に違反したこと 

      被告は，平成２８年春から約１年間という長期間にわたり本件ビルを

開業できないことが確定した時点で，本件開業時期合意１に違反したも

のである。 

イ 本件ビルの開業時期を平成２８年春（３月ないし５月）から大幅に遅延

させない旨の黙示の合意（以下「本件開業時期合意２」という。）に被告

が違反したことが「本件予約契約の定めに違反したとき」に該当すること 

  本件開業時期合意２が成立していること 

   仮に，本件予約契約書の文言が「平成２８年春予定」というある程度
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幅のあるものであることを最大限考慮するとしても，当事者を拘束する

概念として「平成２８年春」と記載されたことが明らかである以上，少

なくとも，これを大幅に遅延しない旨の黙示の合意が成立したといえる。 

     被告が本件開業時期合意２に違反したこと 

      被告は，平成２８年春から約１年間という長期間にわたり本件ビルを

開業できないことが確定した時点で，本件開業時期合意２に違反したも

のである。 

  （被告の主張） 

ア 本件予約契約において本件開業時期合意１が成立していないこと 

    本件予約契約において本件開業時期合意１

が成立していないことは明らかである。 

    Ａが策定した「Ｆ計画」は，駅前に存在した旧Ｇビルの解体から他社

との連携や名古屋市等の関係機関からの指導，環境影響評価の手続等の

膨大な事柄が見込まれることから，検討開始から開業まで１０年以上を

要する長期計画であった。 

 被告は，本件ビルの主要なテナントをプロポーザル方式で募集する際，

その説明資料中に「平成２８年度 新ビル竣工（平成２９年度にかけて

順次開業）」，「※今後の行政手続きの状況により，上記スケジュール

は変更となる可能性があります。」等の注記を付しており（乙３の３の

１頁，乙３の４），本件ビルの竣工及び開業時期についてはあくまでも

予定であって変更の可能性があり得ることを十分に説明しており，原告

においてもこれを熟知していた。 

 原告，被告及びＡは，平成２３年２月１０日，本件合意書を取り交わ

したところ，本件合意書の前文には「平成２８年度竣工を目標に建設を

予定している」本件ビルへの出店に関して締結する合意書であることが

明記されている。したがって，原告は，本件合意書締結時点では，本件
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ビルの竣工につき，平成２９年３月末までを視野に入れた目標として設

定されており，幅のある計画であって，いわゆる竣工時期という形で特

定されておらず，このスケジュールについては今後変更もあり得ること

を承知していた。 

 被告は，本件予約契約の文言に係る本件修正において，開業時期（竣

工時期）の予定を確定期限として定めることはできないし，定める意思

もないことを明確にしており，原告も被告の上記意思を理解・尊重して

本件予約契約を締結した。これと反対趣旨の証人Ｈの本件修正に係る証

言は信用できない。 

また，被告は，本件予約契約の締結に先立って示したスケジュール（甲

１２），パンフレット（甲１５）や報道発表（甲１３ないし１４の４）

においても，今後変更の可能性があるスケジュールの予定を示したにす

ぎない。 

 本件予約契約中に，本件開業時期合意１に係る明文の定めは一切存在

しない。 

イ 本件開業時期合意２が成立していないこと 

    及び に照らすと，本件開業時期合意２を裏付けるような事実等

は存在しない。 

    原告は，本件予約契約の契約交渉の中で，本件ビルの開業時期や竣工

時期を明確に定めることやこれを契約条件とすること等を要求していな

い。 

    被告及びＡは，平成２４年５月に本件ビル建築計画の前倒しを発表し

たが，これは，その時点でのスケジュール上の可能性を示したにすぎな

い。しかも，原告が平成２４年９月に作成した書面（乙１３）には「平

成２７～２８年度の新ビル竣工予定という遠い将来での本契約」という

記載がある。したがって，本件ビルの建設について，平成２９年３月末
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までを視野に入れたスケジュールを見直していないことは明らかであり，

原告もこれを認識していた。 

   本件予約契約１５条１項４号（同条４項による読替え後のもの）を解除事

由とする，原告による同契約の解除の効力（争点②） 

   （原告の主張） 

   ア 「条件表に定める内容に対して大幅な変更・追加・削除を申し出るなど，

本件本契約の締結が困難となったとき」に該当する事実が存在すること 

    本件ビルの１年間の開業遅延が少なくとも本件予約契約の内容の大幅

な変更に当たること 

     仮に，本件予約契約において，「平成２８年春予定」というある程度

幅のある記載がなされたことを最大限考慮するとしても，次のａ及びｂ

の事情に照らすと，１年間もの開業遅延が少なくとも本件予約契約の内

容の大幅な変更と評価されることには疑いの余地がない。 

ａ 原告は，本件ビルの開業が約１年間遅延したことにより，①生産性

向上設備投資促進税制（以下「本件税制」という。）による減税措置

の効果が平成２８年３月に本件ビルが開業する場合と比較して大幅

に縮小され，しかも，本件ビルの開業が平成２９年４月以降になれば，

本件税制の適用が受けられなくなることによる損害，②東海地域向け

の物流センター用地として急遽，３６億３１２０万２０８８円で購入

した土地に係る固定資産税（平成２８年度につき，７７３万１４００

円）等の余分な１年間の維持費の増加，③東京オリンピック開催や東

日本大震災復興事業の影響に伴う物流センター建設費用の増加分，④

平成２８年春開業を前提とする人件費や準備費の負担，⑤建設費用の

高騰に伴う甲工事費用及び乙工事（原告の費用負担で設計し，Ａ又は

被告の指定する業者若しくは被告が事前に承諾した内装工事に実績

のある業者へ，原告が直接，施工発注する工事）費用の増加分，⑥本
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件予約金の１年間の運用利益相当額（商事法定利率で計算すると約５

０００万円）の損失，⑦原告が本件ビルに出店する店舗（以下「本件

店舗」という。）の初年度利益予想額２８億８０００万円の取得が１

年間遅れることによる損失（利益相当額）等の数十億円単位の甚大な

経済的損害を被ることになる。 

ｂ Ａ社長は，約半年間の開業遅延により被告及びＡが受ける影響につ

いて，「極めて大きなハンディになる」と発言した（甲４の２）。 

     本件ビルの開業遅延により本件本契約の締結が困難になったこと 

     ａ 本件予約契約書中の本件記載のとおり，原告は，平成２８年春に出

店することを内容として被告との間で本件予約契約を締結し，本件本

契約の締結を約したところ，工事遅延に起因して１年もの開業遅延が

発生した結果，「平成２８年春に開業予定の」と明記された本件本契

約の対象物件は存在できないことになったのであるから，本件予約契

約に基づく本件本契約の締結が困難となったことは明白である。 

     ｂ 被告及びＡは，開業時期及び開業遅延の原因について適切な説明を

せず，原告と被告との間の信頼関係の構築は極めて困難になった。被

告及びＡは，本件ビルの開業遅延により原告が前記 ａのとおりの甚

大な経済的損害を被ることを認識し，会見等において，経済的損害の

補償等を示唆したにもかかわらず，上記補償等を求め続けた原告に対

し，結局，具体的な金額を書面で提示せず，そればかりか，原告に対

し，予約金の返還を拒んだ。このような被告の対応により，遅くとも

平成２７年２月５日には，上記損害の発生を回避し得ないことが確定

的になった。 

      賃貸借契約が当事者間の信頼関係を基礎とした継続的契約である以

上，原告が被ることになる損害を一顧だにせず，少なくとも真摯に対

応しない被告との間で賃貸借契約を締結することは現実的でないから，
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この点においても，本件本契約の締結が困難となったといえる。 

   イ 本件本契約の締結が困難になったことが「被告の責めに帰すべき事由」

によること 

     本件工事における杭孔の内壁の崩落 

    ａ ①被告及びＡが何を根拠として本件工事の現場における杭孔内の内

壁の崩落（以下「本件崩落」という。）の原因を不明としているのか

すら判然としないこと，②被告が開業遅延及び工事遅延について何ら

具体的な説明，回答又は反論を行わなかったこと及び③「甲工事費用

相当額」という名目での金員支払に言及したことの各事情を総合する

と，被告及びＡに本件ビルの開業遅延の帰責性があることは明らかで

ある。 

    ｂ 被告は，本件ビルの開業遅延の原因となった工事遅延の理由につい

て，①本件崩落後，土の除去やコンクリートの健全度を確認するため

に時間を要したこと，②残りの杭工事においても内壁が崩れないよう

に杭工事を行うことになったこと，③地下工事及び地上工事も含め全

体の工程を見直すことになったことを挙げる一方で，本件崩落の原因

は不明であるとするところ，仮に上記①ないし③が開業遅延の原因で

あるならば，いずれも土壌に関する事前調査や慎重な工事の実施によ

って回避できた事由であるから，開業遅延は，被告の責めに帰すべき

事由によるといえる。遅延の原因として合理性があるのはせいぜい上

記①のみであり，本件崩落の原因が判然としないのであればこれに対

する対応策を講じることはできないのであるから，残りの杭工事にお

いて内壁が崩れないようにすることなど不可能であるし，地下工事及

び地上工事も含め全体の工程を見直すことも合理性を欠くのであるか

ら，上記②及び③は合理性を欠く説明と言わざるを得ない。 

      杭孔の崩落自体は希有な現象ではなく，復旧に要するのはせいぜい
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２０日程度とされている（甲１９，２０）から，これを著しく超える

１年間もの工期延長については，被告の責めに帰すべき事由との評価

を免れるものではない。 

     リニア中央新幹線が名古屋駅を通過することに伴う被告内部での調整

及び他社鉄道との折衝等 

      Ａ及び被告の取締役であるＩは，リニア中央新幹線の計画が工事遅延

に影響を与えていた旨の説明をしたところ，同新幹線名古屋駅の建設は

被告又はＡの事業であって，これを理由とする本件ビルの開業遅延が被

告の責めに帰すべき事由であることは明らかである。 

      また，被告は，杭孔の内壁崩落という事態を受けた対応策の１つとし

て，他社の鉄道函体などを含む構造物周りの地盤の変状を抑えるために

より慎重に掘削を行うことにした旨主張するが，リニア中央新幹線名古

屋駅の建設を進めるに当たり，他社鉄道等との折衝が必要となり，いた

ずらに工事が遅延したというのが実態である。 

  （被告の主張） 

ア 「条件表に定める内容に対して大幅な変更・追加・削除を申し出るなど，

本件本契約の締結が困難となったとき」に該当する事実が存在しないこと 

    原告は，本件ビルの開業遅延が生じたことにより，当初から予定して

いた本件税制の適用が大幅に縮小されるか，受けられなくなる旨主張す

るが，本件税制は，Ａにおいて本件ビルの竣工が半年以上遅れる旨を発

表した平成２５年１１月１３日よりも後に閣議決定されたから，本件予

約契約締結時にその適用を予定して開業計画を策定することはあり得な

い。したがって，たとえ，本件税制の適用縮小又は不適用という事実が

発生しても，これによって本件本契約締結が困難となったとはいえない。 

    次のａないしｅのとおり，被告は，原告に対し，本件ビルの開業時期

や遅延原因について一貫して具体的かつ丁寧に説明しており，同説明の
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内容を原因として原告と被告との信頼関係の構築が極めて困難となった

という事実はない。 

   ａ 被告は，原告に対し，本件崩落という事象を受け，平成２５年１１

月１２日，施工ＪＶとこれから具体的な工程を詰めていくこと，本件

ビルの完成が少なくとも半年以上は遅れる見込みであることを伝え，

同月１４日には，同年１２月頃に開業時期を固めたいと考えているこ

と，その際には原告代表者に相談させてもらいたいことを説明した。 

    ｂ 被告及びＡは，施工ＪＶから本件崩落への今後の対応策及び工期の

延伸について報告を受けたため，平成２５年１２月２６日，原告に対

し，本件崩落という予想し得ない事象が生じたこと，そのため，コン

クリートの健全度確認のために時間を要するほか，杭工事については，

内壁崩落事象の再発防止策として掘る速度を遅くするなど，考えられ

る対応を全て講じることにより，工期の延伸が見込まれることを説明

し，開業時期が早くても平成２９年３月末か同年４月上頃になること

を説明した。原告代表者は，これを了解した。 

    ｃ 被告は，原告に対し，平成２６年１月１６日，本件ビルの開業時期

を平成２９年４月とさせてほしい旨説明したところ，原告代表者は，

仕方ない旨述べ，本件予約契約違反であるとの指摘はしなかった。ま

た，被告は，本件ビルの開業時期を「平成２８年１１月 オフィス入

居開始」，「平成２９年４月 商業施設，ホテル等開業」とすること

になった旨報告した。 

    ｄ Ａにおける本件工事の担当者であるＪは，原告に対し，平成２６年

５月１６日，工事遅延の理由，対応策及び現在の工事状況について説

明した。これを受けて原告担当者であった株式会社ＫのＨは，本件ビ

ルの開業が約１年遅れること及びその原因等を正確に理解した。その

際，Ｊがゼネコンの手順等に明らかな瑕疵は見当たらず，しっかり施
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工していたことについても説明したが，Ｈは，「貴社を責める理由は

我々にはないと思っている」旨発言し，被告に責任がないという理解

を示した。 

   ｅ 被告，Ａ及び原告は，本件合意書の作成後，当初は１か月に１回，

その後は２～３週間に１回の頻度で打合せを行っており，これは，開

業時期が平成２９年４月とされた後も継続し，原告が本件原告解除１

を行う直前まで続いた。被告は，原告に対し，これらの打合せにおい

て，必要に応じて，開業遅延の原因や時期等について具体的に説明し

た。 

    被告は，原告に対し，補償について書面で通知・提案をなすべき義務

を負うものではないし，甲工事を被告負担で行うことについて書面で提

案するよう求められたこともないから，補償について書面での提案を拒

否したことは，本件本契約締結が困難となる事情には当たらない。 

    被告が，原告に対し，本件被告解除をしたこと及び本件予約契約１５

条２項に基づいて，本件予約金を違約金に充当する処理をしたことは，

いずれも有効であるから，本件本契約を締結することが困難となる事情

にはなり得ない。 

イ 本件本契約の締結が困難になったとしても，それが「被告の責めに帰す

べき事由」によるものではないこと 

 本件崩落 

次のａないしｆのとおり，本件工事には，いずれの工程においても，

いかなる意味においても，被告の責めに帰すべき事由は存在しない。本

件ビルの竣工時期及び開業時期が遅延することとなった原因は，不可抗

力（仮に不可抗力でなくても相応の合理的理由が存しているもの）であ

る。 

    ａ 地盤調査を含む基礎設計については，一般社団法人日本建築学会（以
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下「日本建築学会」という。）が定める「建築基礎構造設計指針」（乙

２０）及び「建築基礎設計のための地盤調査計画指針」（乙２１）（以

下，あわせて「本件指針」という。）が策定されているところ，これ

らは，建築業界において最も権威のある指針であるから，本件指針に

従って地盤調査を含む基礎設計を行っている限り，その内容が適切妥

当であることについては疑いの余地がない。 

      Ａは，本件工事に係る基本設計をＬ株式会社と株式会社Ｍの共同企

業体（以下「基本設計ＪＶ」という。）に，基本設計後の建物基礎の

実施設計をＤ株式会社，株式会社Ｍ及びＬ株式会社の共同企業体（以

下「実施設計ＪＶ」という。）に，それぞれ発注したところ，基本設

計及び実施設計段階を通じて，計６か所の原位置調査の結果を用い，

また，近隣ビルが建築された際のボーリング調査結果も参考資料とし，

必要な室内土質検査を全て行っており，それらの全結果を踏まえた実

施設計が行われた。構造方法については，地盤調査の結果や基礎設計

等による構造の安全性について，建築基準法所定の国土交通大臣の認

定を受けている。 

      上記各調査の結果，本件ビル建設予定地には，工法の選択に特段の

配慮が必要となるような杭孔内壁の崩落のおそれのある地層は確認さ

れなかった。なお，本件ビル建設予定地には，地下４５メートル付近

と地下７５メートル付近に固い砂礫層の地盤があることが確認された

ため，地下７５メートル付近の地盤を支持層とすることとした。 

     ｂ 本件ビルの施工計画は，前記地盤調査の結果，建物基礎の設計及び

設計条件としての杭の工法（アースドリル工法）等を基にして，施工

ＪＶによって作成された。Ａ及び被告は，株式会社Ｍ及びＬ株式会社

の共同企業体（以下「監理ＪＶ」という。）に対し，建築基準法２条

１１号が定める工事監理者としての業務を委託したところ，上記施工



 - 19 - 

計画は，監理ＪＶによって，問題のない合理的な計画である旨の確認

がなされた。 

     ｃ 日本建築学会が策定した仕様書である「ＪＡＳＳ」に基づいて施工

が行われている場合，その施工内容については合理性が存する。 

       本件においては，「ＪＡＳＳ」に定められた仕様にしたがって，計

画段階での施工計画書の内容の確認を行ったほか，「ＪＡＳＳ」で示

されている管理項目に基づいて工事が行われている。 

     ｄ 本件ビルの建設に当たり，６４本の単独杭を設置したところ，工事

開始から１５本目の杭に係る杭孔の掘削工事終了後，掘った杭孔内に

鉄筋かごを入れ，底の方からコンクリートを打設するという作業を行

っていた最中，突然，杭孔の内壁の一部が孔内に崩れて打設中のコン

クリートの上部に土砂が堆積してしまった。 

       杭工事を行う際には杭孔の内壁が崩落することもあり得るとされる

が，それは掘削時に起こるとされているのであり，極めて特別な事情

でもない限り，コンクリート打設時等杭孔の掘削作業中以外に起きる

ことはおよそ想定されていない。施工計画に従って適切に工事が行わ

れていたことに照らしても，本件崩落は，およそ想定外の事象であっ

た。 

     ｅ 本件崩落により，崩落してコンクリート上に堆積した土砂の除去や

打設中だったコンクリートの健全性確認のための作業を行う必要が生

じ，当該杭について数か月の間作業を停止することを余儀なくされた。 

       また，本件崩落はおよそ想定し難い事態であったため，その後の工

事においては，杭孔の掘削時はもとより，コンクリート打設時におい

ても，杭孔内壁の崩落の発生を防止するために，杭孔内壁の崩落に対

する措置の強化方法として，バケット引き揚げ速度の抑制，杭孔内の

水頭圧の増加，掘削機設置の精度管理の強化，本件崩落が生じた杭の
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近傍の杭の追加，杭１本の支持層の変更等の対策を講じた。これらの

対策については，施工ＪＶが杭工事全体で数か月程度の工期の延伸が

相当と判断し，これにＡも検討を加え，さらに監理ＪＶも内容の妥当

性を確認した。なお，原告が提出した，本件崩落の復旧に要する期間

に係る証拠（甲１９，２０）は，いずれも本件と条件が異なるから，

採用すべきでない。 

       さらに，本件崩落の原因が明確には特定できないという事態であっ

たこともあり，その後に行う杭工事以外の工事にも地盤の変状等の影

響を受ける可能性が皆無でなかったため，地下の掘削工事についても，

考え得る対策として，掘削底面や山留め壁側の他社の鉄道函体等を含

む構造物周りの地盤の変状を抑えるために，当初の予定よりも地下水

位降下や荷重除去を急激に行うことを避け，より慎重に掘削を行うこ

とにした。 

       しかも，社会的な要因に基づく慢性的な労務不足により，さらなる

工期の延伸が見込まれた結果，全体で，１年程度の工期の延伸が相当

と判断された。 

     ｆ なお，被告及びＡは，原告に対し，工事延伸の原因，対策，延伸後

の開業時期の見込み等について複数回にわたって説明しており，原告

も，その内容を十二分に知悉しており，また，１年程度の工期の延伸

が見込まれる旨を説明した際にも，新たな工事計画と工期の延伸につ

いて異議が述べられたことはなかった。 

    リニア中央新幹線のことは本件とは無関係であること 

     原告は，リニア中央新幹線が名古屋駅を通過することに伴う被告内部

での調整や他社鉄道との折衝等が工期延伸の原因であるかのような主張

をするが，同駅の建設工事と本件工事は全く別の工事であるし，本件崩

落当時，同駅の建設工事に係る契約は未だ締結されていなかった。また，
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被告及びＡは，本件ビルの計画が立てられた当初から，将来，本件ビル

の地下部分に同駅が通る可能性も想定した上で本件ビルの計画を立てて

いたから，リニア中央新幹線が通ることになったために本件ビルの工期

が延伸したことはない。 

    原告には被告に帰責性があるとの認識がなかったこと 

     本件原告解除１に係る通知書には，被告の帰責性や債務不履行という

記載はなかったから，原告としても，被告に帰責性はなく，債務不履行

が存しないと考えていたことが明らかである。 

 本件予約契約１５条１項４号に準じる事由（同条４項による読替え後のも

の）により，同契約を継続し難くなったことを解除事由（同項１３号，同条

４項）とする，原告による同契約の解除の効力（争点③） 

  （原告の主張） 

  ア 「『本件本契約の締結を拒否若しくは締結のための協議に応じず又は条

件表に定める内容に対して大幅な変更・追加・削除を申し出るなど，本件

本契約の締結が困難となったとき』に準ずる事由」が生じたこと 

    本件ビルの１年間の開業遅延により原告が被る損害は甚大であるにもか

かわらず，被告は，１日でも早い開業を求める原告に対し，曖昧な返答を

繰り返してこれに応じず，他方で，遅延について自らに責任がない旨の評

価を押しつけようとするばかりで，全く真摯な対応をしなかったものであ

るから，「本件本契約の締結を拒否若しくは締結のための協議に応じず又

は条件表に定める内容に対して大幅な変更・追加・削除を申し出るなど，

本件本契約の締結が困難となったとき」に準ずる事由が発生したと評価す

べきことは明らかである。 

  イ 本件本契約の締結が困難になったことが「被告の責めに帰すべき事由」

によること 

    前記 における原告の主張イと同じ。 
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ウ 「本件予約契約を継続しがたくなったとき」に該当すること 

    被告は，原告に対し，平成２７年３月５日付け書面（甲８）により，本

件予約金を返還しない態度を明確にしたものであって，原告と被告との間

で信頼関係を構築することなどおよそ不可能な状況となったのであるから，

「本件予約契約を継続しがたくなったとき」に該当する。 

  （被告の主張） 

  ア 原告が本件予約契約を解除することのできる事由は，本件予約契約１５

条４項が引用する同条１項３号ないし１１号のみであるから，原告は，被

告に対し，同項１３号に基づき，本件予約契約を解除することはできない。 

  イ 被告は，原告に対し，本件ビルの開業遅延の原因や新たな開業時期等に

ついて複数回にわたり説明を行った。また，本件予約金を返還しない態度

における被告の主張 のとおり，否

認する。 

 本件予約契約１５条１項４号を解除事由とする，被告による同契約の解除

（本件被告解除）の効力（争点④） 

  （被告の主張） 

ア 原告が「原告の責めに帰すべき事由で，本件本契約の締結を拒否若しく

は締結のための協議に応じない」こと 

被告及びＡは，原告に対し，①本件ビルの竣工・開業が遅れる見込みで

あること，②開業時期は原告と相談して決めたいこと並びに③本件ビルの

竣工・開業が遅れる原因及びその対応策等についての説明を行った上で，

開業時期が平成２９年４月になる旨説明したところ，原告は，本件ビルの

開業時期の予定変更について異議を述べることなく了承し，平成２７年２

月まで，被告との間で，出店に向けての協議を行っていた。 

   ところが，原告は，本件予約契約締結時には想定されていなかった本件

税制の適用を希望し，本件税制の適用を受けられないことが開業予定時期
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の変更に伴う機会の損失であるかのような言いがかりを付け，平成２７年

２月に入ると，平成２９年４月の開業に向けて行ってきた協議にも応じな

くなり，本件ビルの開業時期を同年３月という確定時期に変更するよう求

めてきた。さらには，原告は，被告及びＡには相手先を秘した上で，Ｎ名

古屋店への出店交渉を進めていたのであり，同出店交渉が結実したと思わ

れる時期に，不当な本件原告解除１の意思表示をなし，本件予約金の返還

までも要求してきたのである。なお，被告は，原告が本件予約契約を解除

しようとしていたことに気付かないまま，原告の意向に沿うように努力し，

本件本契約の締結に向けてよりよい関係を保つための方策等を検討して

いた。 

   以上のとおり，原告は本件予約契約に基づく本件本契約締結義務を遵守

する意思を全く示さないばかりか，かえって理由がなく無効な解除までし

たのであり，これが本件予約契約３条に違反し，「原告の責めに帰すべき

事由で，本件本契約の締結を拒否若しくは締結のための協議に応じない」

こと（本件予約契約１５条１項４号）に該当することは疑いの余地がない。 

  （原告の主張） 

  ア 本件予約契約は，本件原告解除１により終了したから，その後にされた

本件被告解除が有効となる余地はない。 

  イ 以下の ないし の事情に照らすと，原告が本件原告解除１の意思表示

をしたことは，本件被告解除の解除原因には当たらない。 

 本件予約契約１５条１項４号は，「原告の責めに帰すべき事由」を要

件とするところ，本件予約契約締結時に本件ビルの開業時期が平成２８

年３月を少なくとも予定していたこと及び工事の遅延が発生したことに

は争いがなく，この工事遅延が原告の責めに帰すものでないから，工事

遅延を根拠とする本件原告解除１の意思表示が「原告の責めに帰すべき

事由」と評価される余地はない。 
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    本件予約契約に基づく解除権の発生及び行使の有効性については，究

極的には裁判所による法的判断を経なければ確定しないものであるとこ

ろ，万一これが事後的に無効と判断されたとしても，解除権を行使した

こと自体が新たな解除権の発生原因となるとすれば，一方当事者は，相

手方に解除権を与える可能性をも考慮して解除権の行使につき，必要以

上に抑制的にならざるを得ない。したがって，原告が解除の意思表示を

行ったことを本件本契約の締結を拒否したと評価するのは，許されない。 

   被告又はＡは，工事費の負担増を覚悟してでも遅延期間をできる限り

短縮するという措置を取ることなく，他方で，原告が被った負担増又は

損害については何ら配慮を示さず，全て原告の負担に帰せしめようとし

ていたのであって，このような事情からやむを得ず本件予約契約からの

離脱を表明した原告について，解除原因となる帰責性が存するわけがな

い。 

    なお，被告は，原告がＮへ出店したこと又は出店交渉を行っていたこ

とを批判するが，原告が他物件への出店を検討することを被告又はＡに

報告し又はその承諾を得なければならない理由はなく，むしろ，Ｎへの

出店に当たっては，Ｎとの間の守秘義務契約の存在により，第三者であ

る被告又はＡへの報告など不可能だった。 

     また，被告は，原告が本件ビルへの出店とＮへの出店を天秤にかけて

いたかのごとく主張するが，本件ビルが存在する名古屋駅前とＮが位置

する栄地域は明らかに異なる市場・商圏であり，売場面積や客層等も大

きく異なるのであって，原告が名古屋地域においてこの２店舗を並行し

て出店しようとしていたことは歴然とした事実である。 

  ウ 原告が被告と原告代表者との直接の面談を拒否したことは，以下の 及

び の事情に照らすと，本件被告解除の解除原因たり得ない。 

    本件予約契約６条においては，「本件予約契約に関し，被告及び原告
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の間で行う意思表示，通知及び届出等は，すべて文書により行うものと

する。」と定められており，少なくとも交渉が煮詰まった段階において，

会社代表者との直接の面談を拒否されたことを問題視すること自体失当

というほかない。 

    原告は，本件原告解除１の後，被告に対し，被告との面談又は協議を

拒絶したわけではなく，代理人宛に書面を送付してきた被告の態度も踏

まえて原告代理人を介して連絡するよう伝えたのである。 

エ 被告は，本件被告解除の効果として本件予約金の没収を主張するところ，

①施工ＪＶによる基礎工事段階で生じた事象という被告の支配領域内にお

いて生じた事象により開業遅延が生じたことには争いがなく，また，②被

告は，本件予約契約が終了したとしても，次期テナント又はテナント候補

者から予約金の交付を受けることができたし，実際に，原告が本件原告解

除１及び本件原告解除２に係る通知を発した直後の平成２７年４月頃，原

告と業態が同一のＢとの間で被告が希望する開業時期を前提とした賃貸借

契約等を締結したのであるから，本件予約契約が終了したことによる被告

の損害はない。それにもかかわらず，本件被告解除を有効とし，本件予約

金の没収を認めることは，あまりにも当事者間の公平を害する。 

   債務不履行に基づく，原告による本件予約契約の解除の効力（争点⑤） 

  （原告の主張） 

   本件予約契約の締結に当たり，本件本契約の対象物件は「平成２８年春に

開業される本件ビル」であったところ，本件ビルの開業は，本件予約契約締

結時に予定されていた平成２８年春から少なくとも１年程度遅延すること

が確実になったから，同年春に開業される本件ビルの本件本契約を締結する

という本件予約契約の目的の達成が不可能となり，原告は，遅くとも平成２

７年２月には，本件予約契約の解除権を有するに至った。 

（被告の主張） 
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    本件ビルを平成２８年春に開業若しくは竣工する又は平成２７年末に本件

ビルを竣工するという合意又は前提は存在しないから，平成２８年春に開業

する本件ビルの賃貸借契約を締結するという本件予約契約の目的は存在しな

い。 

 本件予約契約１４条１項１号を解除事由とする，原告による同契約の解除

の効力（争点⑥） 

（原告の主張） 

ア 「被告・原告の計画どおりの本件ビル建設が困難と合理的に判断される

とき」に該当すること 

  「被告・原告の計画」に平成２８年春に本件ビルが開業することが含

まれていたこと 

ａ「計画」（本件予約契約１４条１項１号）に時間的要素が含まれるこ

とは，①「計画」という言葉の意義，②ビル建設を不可能とする事由

ではないが，ビルの竣工及び開業を遅延させる事由である「第三者の

開発行為の滞り」及び「土壌汚染」が，「計画」どおりの本件ビルの

建設を困難とする原因事実として記載されていることから，明らかで

ある。 

    ｂ 前記 における原告の主張ア ａ記載の事情及び原告がＡの報道発

表を信頼し，その計画を承諾して，平成２８年春に本件ビルが開業す

るとの前提で，本件予約契約の締結に至ったことに照らすと，本件予

約契約締結時における「被告・原告の計画」の内容には，平成２８年

春に本件ビルが開業することが含まれていた。 

     ｃ なお，本件合意書作成時には本件ビルが平成２９年度に開業するも

のと予定されていたとしても，それは平成２４年４月以前のことであ

り，予約契約に至る過程で本件ビルの建設計画が具体化することは当

然であって，本件予約契約締結までの間に，本件ビルの開業時期に関
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する計画は「平成２８年春開業」に変更された。被告が本件予約契約

の締結に伴って，原告から高額の予約金を受領することができたのは，

本件予約契約において開業時期が明確に特定されたためである。 

 「被告・原告の計画どおりの本件ビル建設が困難と合理的に判断され

る」こと 

 ａ Ａは，平成２５年１１月１３日，本件ビルの開業が遅延する旨発表

し，また，平成２６年２月１３日，その遅延期間が約１年に及ぶこと

を発表したから，この時点で，本件ビルの平成２７年末竣工及び平成

２８年春開業が不可能になった。Ａが平成２５年１１月１３日及び平

成２６年２月１３日の会見で損害賠償について言及したことからも明

らかなとおり，約１年間の開業遅延及びこの前提となる工期の遅延は，

原告及び被告の間の「計画」から完全に逸脱するものであり，少なく

とも「計画どおり」ではなくなった。 

  ｂ 原告及び被告の本件ビル開業時期に関する計画が「平成２８年春」

という多少は幅のあるものであったことや，将来にわたる計画である

ためにスケジュール（甲１２）等に変更の可能性が記載されているこ

とを考慮しても，これは，行政検査等により多少のずれが生じること

を示唆するものに過ぎず，１年間にもわたって開業が遅延することは，

会見においてＡが自認するように，一般的にも具体的にも，本件ビル

の賃借人及び賃貸人に多大な影響を与え得ることであり，計画に反し

たものである。 

  ｃ 前記 における原告の主張ア ａのとおり，原告が本件ビルの開業

が約１年間遅延したことにより，甚大な経済的損害を被ることになっ

たことからしても，約１年間の開業遅延が原告及び被告の間の「計画」

の範疇にないことは明らかである。 

イ 計画どおりの本件ビル建設が困難となったことが「天災地変その他の不
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可抗力，暴動・争議，経済事情の変動，土壌汚染や埋設文化財等の判明，

新ビルの建設計画に影響する許認可や第三者の開発行為の滞りその他の事

由による」ものであること 

    仮に，被告が主張するとおり，計画どおりの本件ビルの建設が困難と

なったことが不可抗力によるものであるとしても，「（天災地変）その

他の不可抗力」又は「（第三者の開発行為の滞り）その他の事由」に該

当することは疑いようがない。 

    被告は，本件ビルの開業遅延の端緒が，本件崩落である旨主張すると

ころ，被告が自らの判断において決定した本件ビル建設工期の遅延期間

は約１年間に及ぶのであって，対外的に公表された工期から大幅に遅れ

ることになった以上，これが「滞り」との評価を受けることは疑いの余

地がない。 

     また，本件予約契約１４条１項１号に「天災地変その他の不可抗力」

として当事者の帰責性を要件としない事実が掲げられていることからし

て，計画どおりの本件ビルの建設が困難となった原因事実として同号に

列挙されている事由は，少なくとも解除権を行使する当事者（本件では

原告）の責めに帰すべき事由でない限り，解除権の発生原因となる。本

件ビルの建設工事を担当していたのは施工ＪＶであり，本件工事に係る

基礎工事についての事前調査，工法の選択及び実施いずれの点について

も，これを支配していたのは被告又はＡであり，原告は何ら関与してい

ないから，被告の責めに帰すべき事由であることはあっても，原告の帰

責性はない。 

     したがって，本件崩落及びこれに伴う工事の遅延が「第三者の開発行

為の滞りその他の事由」の要件を充足することは明白である。 

  （被告の主張） 

ア 「被告・原告の計画どおりの本件ビル建設が困難と合理的に判断される
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とき」に該当しないこと 

 原告の本件予約契約１４条２項に基づく予約金返還請求（予備的請求）

は，原告と被告との間で本件ビルの開業時期が平成２８年春と合意され

ていた場合に初めて成り立ち得る主張である。 

における被告の主張のとおり，上記合意は，成立していない。 

 なお，原告は，甲１２等の資料に記載された内容を根拠として，原告

と被告との間に，「被告が平成２８年春を本件ビルの開業期限と捉えて

いた」とか「平成２７年末に本件ビルを竣工するという計画の実現」と

かいう前提ないし共通認識があったと主張する。 

   しかし，原告が指摘する各資料（甲１２，１３，１５）には，今後も

計画の変更の可能性があることや，その時点での予定である旨の留保文

言が明記してあるから，これらの資料をもって，原告と被告との間に上

記前提ないし共通認識があったと認めることはできない。 

 また，原告は，本件予約契約の文言の解釈を根拠として，本件ビルの

開業が平成２８年春であることを原告と被告の共通認識であり，前提で

あったと主張する。 

   しかし，原告は，被告及びＡから本件ビル計画の商業区画への出店の

提案を求められた際から，本件ビルの開業時期については幅があり変更

の可能性がある予定とされていることを十分認識しており，その認識の

下に提案書を提出し，本件合意書を締結し，出店に向けた協議を行った

が，協議において本件ビルの開業時期を問題としたり，何らかの要求を

述べることもなく，本件予約契約を締結したのである。そして，本件予

約契約書添付の本件本契約の契約書案６条３項に，既に合意した条項と

して，「新ビルの施工遅延その他の事由により引渡日及び開店日が遅延す

る場合があることを予め承諾し」と記載されていることにも照らすと，

本件本契約の締結期限が今後変更の可能性のある不確定期限であること
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を合意していたことは明らかである。 

イ 計画どおりの本件ビル建設が困難となったことが「天災地変その他の不

可抗力，暴動・争議，経済事情の変動，土壌汚染や埋設文化財等の判明，

新ビルの建設計画に影響する許認可や第三者の開発行為の滞りその他の事

由」によるとの原告の主張は，争う。 

 本件予約契約１４条１項４号を解除事由とする，原告による同契約の解除

の効力（争点⑦） 

（原告の主張） 

   ア 本件ビルを平成２８年春に開業するとの予定が実現しなかったことが本

件予約契約１４条１項１号に準ずる事由（同項４号）に該当すること 

     仮に，本件予約契約締結当時，本件ビルを平成２８年春に開業するこ

とが未だ流動的な要素を含んだ事項であり，原告及び被告の間の「計画」

とまでは評価できなかったとしても，双方において，平成２８年春に開

業することが予定されていた事実自体には争いがない。 

    原告は，本件ビルが平成２８年春に開業するものと信頼し，本件予約

契約締結後に準備を開始したから，本件ビルを平成２８年春に開業する

ことが「計画」であろうとなかろうと，原告が開業遅延により被る経済

的損害は，何ら異なるものではない。そして，被告は，Ａが平成２６年

２月１３日の会見において損害賠償に言及したことから明らかなように，

原告が著しい損害を被ることを承知していた。 

イ 「本件本契約の締結が困難と合理的な理由により判断されるとき」に該

当すること 

  における原告の主張アと同じ。 

（被告の主張） 

ア 本件ビルを平成２８年春に開業するとの予定が実現しなかったことが本

件予約契約１４条１項１号に準ずる事由（同項４号）に該当しないこと 
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  前記 における被告の主張と同じ。 

イ 「本件本契約の締結が困難と合理的な理由により判断されるとき」に該

当しないこと 

  前記 における被告の主張アと同じ。 

 本件原告解除１が本件予約契約１４条１項に基づくものであるか（争点⑧） 

  （原告の主張） 

  ア 解除の意思表示においては，解除の理由や根拠条文を示す必要はない（大

判大正元年８月５日大審院民事判決禄１８輯７２６頁）。 

  イ  本件予約契約１４条１項１号及び同項４号の中核となる事実（要件）

は，「被告・原告の計画どおりの本件ビル建設が困難と合理的に判断さ

れるとき（あるいはこれに準ずる事由で，本件本契約の締結が困難と合

理的な理由により判断されるとき）」であるところ，原告は，本件原告

解除１に係る通知書（甲１０の１）において，本件ビルを平成２８年春

に開業することが被告及び原告の計画であったことを明示し，また，こ

の計画どおりの本件ビル建設が困難（不可能）となったことを明示した。 

    本件予約契約１４条１項に基づく解除の効果は，被告が原告に対し受

領済みの予約金を無利息で返還することであるところ（同条２項），原

告は，被告に対し，本件原告解除１に係る通知書において，受領済みの

予約金の返還を求めた。 

    前記 及び のとおり，原告は，被告に対し，本件原告解除１に係る

通知書において，本件予約契約１４条１項に該当する事実及び同項に基

づく解除の効果を摘示したのであるから，被告において，解除の理由及

び効果を認識することが可能である。したがって，仮に被告の予測可能

性を考慮したとしても，原告が本件原告解除１の意思表示により，同項

を根拠として同契約を解除することに何ら不都合はなく，その有効性に

疑問を挟む余地はない。 
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   ウ したがって，本件原告解除１は，本件予約契約１４条１項に基づくもの

である。 

  （被告の主張） 

   本件原告解除１に係る通知書（甲１０の１）の文面からは，原告主張のよ

うな趣旨の解除の意思表示が存するとは解し得ない。 

 本件予約金に係る不当利得返還請求の可否（争点⑨） 

  （原告の主張） 

   本件原告解除１，本件被告解除及び本件原告解除２に係る解除事由がいず

れも認められない場合においても，被告又はＡが平成２７年５月１４日まで

にＢとの間で，本件ビルへの出店に関する契約を締結したため，①本件予約

契約は終了しており，又は，②本件ビルへの出店について本件予約契約と二

重に契約を締結したことになることを理由として，本件予約契約１５条１項

４号（同条４項による読替え後のもの），同契約１４条１項１号又は事情変

更（信義則）を根拠として，原告は，本件予約契約を解除できる。 

したがって，被告には本件予約金を保持する正当な権限はないから，原告

は，被告に対し，不当利得返還請求として，本件予約金の返還を請求するこ

とができる。 

  （被告の主張） 

   本件被告解除が有効な場合には，原告は，被告に対し，本件予約金を違約

金として支払い，被告は，既に受領済みの本件予約金を違約金に充当できる

ものと定められているところ（本件予約契約１５条２項），前記 における

被告の主張のとおり，被告は，有効な本件被告解除を行い，これに伴って同

項に基づいて本件予約金を違約金に充当したものであり，したがって，原告

は，本件予約金の返還請求権を自動的に失った。 

 本件予約金返還債務につき遅延損害金が発生するか（争点⑩） 

  （原告の主張） 
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ア  本件予約契約２０条本文には，「被告又は原告は，本件予約契約によ

る金銭債務の履行を怠ったときは，遅延日数に応じ，年率１８.２５パー

セントの割合で計算した遅延損害金を相手方に支払う。」と規定されて

いるところ，被告の予約金返還債務は，同契約１４条２項に基づいて発

生する「本件予約契約による金銭債務」であるから，年率１８.２５パー

セントの遅延損害金が発生する。 

  本件予約契約１４条１項に基づく解除は，各当事者の帰責性を要件と

しない解除であるところ，同条２項においては，解除原因について帰責

性を有しない当事者に本件予約金の預託時から解除権が行使されるまで

の間の利息の支払が課されるという酷な結果とならないように，上記利

息は付さないこととした。 

   これに対し，解除権が行使された後においては，既に予約金返還債務

が発生し，かつ，弁済期も到来しているのであって，これを怠った当事

者を保護すべき理由・合理性は皆無である。 

   したがって，同項において「無利息」と規定されているのは，予約金

の預託時から解除時までの間であり，解除後に予約金の返還義務を怠っ

た場合には，同契約２０条本文が適用される。 

イ 仮に，本件予約契約１４条２項に基づく予約金返還債務について同契約

２０条本文の適用がないとしても，その理由は，同契約１４条２項にいう

「無利息」の規定が同契約２０条を排斥しているからではなく，解除権の

行使を前提として発生する予約金返還債務が「本件予約契約による金銭債

務」に該当しない可能性があるからである。 

  この場合であっても，いったん解除権が行使され，既に予約金返還債務

が発生し，かつ，弁済期も到来している状況において，これを怠った当事

者を保護すべき理由・合理性が皆無であることには変わりなく，少なくと

も商事法定利率に基づく遅延損害金が発生することには疑いの余地がない。 
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  （被告の主張） 

   前記 ないし における被告の主張のとおり，原告の予備的請求には理由

がないから，原告の主張は無意味である。 

   時機に後れた攻撃防御方法の却下の申立て（争点⑪） 

   （被告の主張） 

   ア 原告は，平成２９年２月２８日付け準備書面 において，本件ビルの開

業時期が１年遅れることに伴い原告が被る損害として，本件予約金の運用

利益相当額，初年度売上に対する利益額，物流センター用地が１年間稼働

しないこと，物流センター用地の固定資産税等，物流センター建設コスト

の増加等を挙げ，これが数十億円単位に上ると主張し，その影響は，「計

画どおりの新ビル建設」が困難となった場合と同様であって，仮に「平成

２８年春開業」が「計画」に該当しないとしても，これが「計画どおりの

新ビル建設」が困難となった場合に「準ずる事由」であることは明らかな

ので，本件予約契約１４条１項４号を根拠に同契約を解除したと主張し（以

下「新主張①」という。），また，同条２項の「無利息」との規定は，同

契約２０条本文の適用を除外する趣旨ではないなどと述べた上，本件予約

金の返還債務については，年１８.２５パーセントの割合による遅延損害金

が付されるべきであり，そうでないとしても，少なくとも商事法定利率に

基づく損害金が付されるべきであると主張する（以下「新主張②」という。）。 

   イ 原告は，本件予約契約１４条１項４号に関して具体的な事実関係の主張

を一切せず，また，本件予約金について１８.２５パーセントの割合による

遅延損害金を付して支払うことを求める点について１年半以上にわたって

何ら主張立証をしてこなかったにもかかわらず，争点整理や証人尋問が終

了し，結審予定の口頭弁論の僅か４日前に至って，突如，新主張①及び②

を行い始めたのであるから，これらが「時機に後れた攻撃防御方法」であ

ることは明らかである。 
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   ウ 原告は，平成２８年６月６日付け準備書面 において，本件予約契約１

４条１項４号に基づく解除を主張したのであるから，半年以上もの長期に

わたり，新主張①について主張立証し，被告に対し，反論反証の機会を与

えることが十二分に容易かつ可能な状態であった。また，原告は訴状段階

から，新主張②について主張立証し，被告に反論反証の機会を与えること

が十二分に容易かつ可能であった。しかし，原告は，新主張①及び②をあ

えてしなかったのであるから，原告の故意又は過失によって新主張①及び

②が時機に後れたことも明白である。 

   エ そして，新主張①及び②を主張することを認めることとなれば，被告は

これらに対して反論・反証を行うことになるから，その有無の審理等にさ

らに期日を要し，訴訟の完結を遅延させることは明白である。 

   オ したがって，新主張①及び②は，時機に後れた攻撃防御方法であって，

却下を免れない。 

   （原告の主張） 

   ア 原告は，平成２８年６月６日付け準備書面 において，本件予約契約１

４条１項４号を摘示した上で，同条に基づいて原告が解除権を取得してい

ることを明確に主張しており，また，本件予約金に係る遅延損害金につい

ても，本件予約金の返還請求を含む解除通知が被告に到達した日の翌日か

ら約定の遅延損害金が発生することは明らかである旨明確に主張している

のであるから，これらが新主張であるとの被告の理解は当たらない。 

   イ また，実質的に見ても，新主張①の物流センターの用地については，被

告補助参加人において反証又は反対尋問が行われているところであり，新

主張②については，被告自ら平成２８年６月３日付け準備

原告の予備的主張に理由がないことが明らかであるから新主張②は無意味

である旨主張して，具体的な反論を放棄しているのであるから，これらが

被告にとって不意打ちとなるはずもない。 
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   ウ したがって，被告の時機に後れた攻撃防御方法の却下の申立ては，理由

がないから，却下されるべきである。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 認定事実 

前記前提事実，後掲の証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば，以下の事実が認

められる。 

   本件合意書の締結に至るまでの経緯 

   ア Ａは，平成１８年１２月，名古屋市から，名古屋駅周辺地区における名

古屋の玄関口にふさわしい顔づくり及び都心としての賑わいと活力の創出

を図るため，駅機能との一体性を保ちつつ，ターミナル機能の拡充，隣接

ビルとの一体的な機能の確保及び周辺との調和のとれた高度利用の促進を

行うことについて検討するよう求められたため，平成２０年１２月，Ａの

グループ会社が所有していたＧビルを建て替え，同ビルの敷地に隣接して

土地を有するＯグループ，Ｐ株式会社及びＱ株式会社等とともに開発を進

めることについて検討を開始し，平成２２年５月１９日，これを具体化し

た「名古屋駅新ビル計画」を公表した。（乙１，２，３の３） 

     Ａは，株式会社Ｒに対し，同年７月，本件ビルの商業区画への出店につ

いて具体的に交渉する会社を選定するため，出店店舗に係る提案書の提出

を求める依頼書（乙３の１・２）を交付したところ，同依頼書の添付資料

であった上記公表時の資料（乙３の３）には，本件ビル計画の概要として，

同年１２月初めにＧビルの解体に着手し，平成２４年夏頃に本件ビルの建

設に着手し，平成２８年度に本件ビルを竣工させ，その後，平成２９年度

にかけて順次開業する旨のスケジュールが記載され，さらに，同スケジュ

ールが今後の行政手続等により変更される可能性がある旨記載されている。

これを受けて，原告は，Ａに対し，平成２２年８月２４日頃，出店検討に

向けての提案書等を提出した。また，原告は，同年９月，Ａから，追加提
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案を求められたため，これを提出した。（乙３の１ないし３の３，乙４〔枝

番号を含む。〕） 

   イ 被告及びＡは，原告の上記提案を受けて，本件ビルの商業区画への出店

について具体的に交渉する会社として原告を選定し，平成２３年２月１０

日，原告との間で，被告及びＡが平成２８年度竣工を目標に建設を予定し

ている本件ビルへの原告の出店に関して，本件合意書を締結した。原告，

被告及びＡは，本件合意書において，原告及び被告が，本件予約契約を平

成２４年７月末を目途に締結できるよう，誠意をもって契約条件の協議を

行うものと合意した。（乙５） 

   本件予約契約締結に至るまでの経緯 

   ア 被告及びＡは，原告に対し，平成２３年１２月１２日，本件ビルの定期

建物賃貸借契約に係る予約契約書案（乙７の１）を提示したが，同条項案

には，本件ビルの竣工時期及び開業時期についての記載がなかった。（争い

のない事実） 

     その後，原告及び被告は，予約契約書案について交渉を重ねていたとこ

ろ，原告は，被告に対し，平成２４年７月２６日，本件合意書に記載がな

いとの理由により，それまでの予約契約書案の多くの条項を削除した予約

契約書案（乙１０の２）を電子メールにて送付した。これを受けて，被告

は，原告に対し，原告と被告との間で締結すべき本件ビルに係る本契約の

内容を本契約書案として予約契約に別紙添付すること及び本契約書案記載

の内容については今後双方の合意により変更又は追加可能である旨を明記

することを提案し，これを前提とした予約契約書案（乙１２の３）を電子

メールにて送付した。これに対し，原告は，本契約書案のうち今後も検討

を要する案文には「【注】」を付することを加筆するなどして，被告に対し，

新たな予約契約書案（乙１４）を電子メールにて送信した。（乙１０ないし

１４〔枝番号を含む。〕） 
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     原告は，被告に対し，同年１２月２２日，それまでの予約契約書案の頭

書及び２条における「本件ビル」の記載について「平成２８年３月末に開

業予定の，との特定も必要と存じます」との注記を付した上で，「平成２８

年３月末に開業予定の本件ビル」との記載に修正するなどして，予約契約

書案（乙１６の２）を送付した。また，原告は，同予約契約書案において，

予約契約書に添付する本契約条項案について，「現時点での合意した条項の

束であることを明らかにすべきです」との意見を付した。（乙１６の１・２） 

     これに対し，被告は，上記「平成２８年３月末に開業予定の本件ビル」

との修正箇所について，「現時点のスケジュールでは平成２８年春の開業を

予定しています」と付記した上で，上記修正箇所を「平成２８年春に開業

予定の本件ビル」と再修正して（本件修正），原告に対し，予約契約書案（乙

１７の３）を送付した。（乙１７〔枝番号を含む。〕） 

   イ 原告及び被告は，平成２５年１月２３日頃，本件予約契約を締結した。

本件予約契約書には，別紙「賃貸借条件表（第２条）」が添付されていると

ころ，同別紙に，本件ビルの竣工時期及び開業時期に関する記載はない。

また，本件予約契約書には，別紙「定期建物賃貸借契約書条項案」が添付

されているところ，同別紙の６条には「【注：第６条第１項及び第２項につ

いて，以下を基本に，本契約までに検討するものとする】」との付記がされ，

同条３項には，「原告は，天災地変，法令等の改廃，近隣問題，行政指導，

新ビルの施工遅延その他の事由により引渡日及び開店日が遅延する場合が

あることを予め承諾し，この遅延の場合に，不可抗力でなくとも相応の合

理的理由があるときは，原告は被告に対し損害賠償等の請求をしないもの

とする。」と定められている。（甲３） 

   本件ビルに係る設計及び施工計画の策定 

    基本設計ＪＶは，Ａの依頼を受けて，平成２２年１１月までの間に，本件

ビル建設予定地に係る原位置検査及び室内土質試験を行うなどして，本件ビ
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ル建設に係る地盤調査を行った。その後，実施設計ＪＶは，被告及びＡの依

頼を受けて，本件ビル建設予定地に係る追加のボーリング調査，標準貫入試

験及び室内土質試験等を実施し，平成２４年３月１６日頃，構造概要書を作

成した。そして，本件ビルの構造方法等については，建築基準法所定の国土

交通大臣による認定を受けた。施工ＪＶは，平成２５年３月，上記地盤調査

及び実施設計に基づき，本件工事に係る工事施工計画書を作成した。（乙２２

〔枝番号を含む。〕ないし２５，４８，弁論の全趣旨） 

    本件工事に係る設計においては，一部の連壁杭を除く本件ビルの支持杭６

４本のうち，５２本を地下７５メートル付近に存在する支持層まで，１２本

を地下４５メートル付近に存在する支持層まで埋め込むこととされ，各杭を

設置するための工法としてアースドリル工法が選択された。（乙４８，証人Ｊ，

弁論の全趣旨） 

   本件崩落及びその後の対応 

   ア 施工ＪＶは，前記 工事施工計画書に沿って杭の設置工事を進めてい

たところ，平成２５年１１月，上記工事開始から１５本目の杭（以下「本

件杭」という。）の杭孔の掘削工事が終了し，コンクリートを打設する作業

をしていたところ，杭孔内の内壁の一部が杭孔内に崩落し（本件崩落），打

設中のコンクリートの上部に土砂が堆積した。施工ＪＶは，本件崩落の原

因を明確に特定することができなかった。（乙４８，証人Ｊ，弁論の全趣旨） 

   イ 施工ＪＶは，本件崩落を受け，本件杭の杭孔内において，コンクリート

上部に堆積した土砂を除去するとともに，打設中のコンクリートの健全性

の確認を行った（以下「対策①」という。）。対策①には数か月を要した。

（乙４８，証人Ｊ） 

   ウ 被告及びＡは，平成２５年１２月ないし平成２６年１月頃に施工ＪＶか

ら提示された本件崩落に対する諸対応及び新たな杭工事の計画について，

監理ＪＶも交えて打合せを行い，新たな杭工事の内容を確認した。新たな
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杭工事は，本件杭の設置後に設置することになる約５０本の杭について，

①掘削した土砂を収納して地上へ引き揚げるバケットの引揚速度の抑制，

②杭孔内の水頭圧の増加，③掘削機設置の精度管理の強化（超音波による

内壁測定回数の増加）を行うというものであり，また，地盤が不安定な箇

所が存在した可能性等を考慮して，本件杭の近傍に地下７５メートル付近

を支持層とする杭を１本追加するとともに，杭１本の支持層を地下４５メ

ートルから地下７５メートルへ変更するというものであった。杭工事の内

容を上記のとおり変更したこと（以下「対策②」という。）により，本件工

事の工期が数か月延伸した。（乙４８，証人Ｊ） 

   エ さらに，施工ＪＶは，本件崩落の原因を明確に特定することができなか

ったために，杭工事以外の工事（地下の掘削工事及び駆体構築工事）にお

いても，それまで想定できなかった地盤の変状等の影響を受ける可能性が

あると判断し，工事の延伸が不可避であったものの，可能な対策は講じて

おくことにした。そのため，施工ＪＶは，地下の掘削工事について，掘削

底面や山留め壁側の他社の鉄道函体等を含む構造物の周りの地盤の変状を

抑えるために，地下水位降下や荷重除去を急激に行うことを避け，より慎

重に掘削を行うことにし（以下「対策③」という。），平成２５年１２月な

いし平成２６年１月頃，被告及びＡに対し，その旨の工事計画を提出した。

変更後の工事計画に従った結果，杭工事以外の工事が約半年延伸した。（乙

４８，証人Ｊ） 

   本件ビルの開業時期の変更等に関する経緯 

   ア 被告及びＡは，平成２４年４月２０日時点で，同年１０月頃に本件工事

に着手し，平成２７年末に竣工し，平成２８年３月頃に開業することを予

定していた。被告及びＡは，本件予約契約締結に先立つ平成２４年５月１

６日，報道機関に対し，本件工事に係る施工方法を工夫した結果，本件ビ

ルの完成時期を平成２７年末，百貨店及びホテルの開業時期を平成２８年
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春とする旨発表し，本件ビルの竣工時期を「平成２７年末（予定）」と記載

した本件ビルに係るパンフレット（甲１５）を作成し，公表した。（甲１２

ないし１５，証人Ｓ） 

     その後，本件工事は，平成２４年１０月頃に着工されたが，平成２５年

１１月，本件崩落が発生した。（甲４の２，前示 ア，弁論の全趣旨） 

イ Ａの従業員であり，本件ビルに係る事業計画の策定及び調整等の業務に

従事していたＴは，平成２５年１１月１２日，原告側の担当者であった株

式会社ＲのＵ執行役員及びＨに対し，本件工事に想定以上の時間がかかる

ため，本件ビルの完成が少なくとも半年以上は先になる見込みであること

及び同月１３日に行われる定例記者会見において，Ａ社長がこのことに言

及する可能性があることについて説明した。（乙４７，証人Ｔ） 

     Ａ社長は，同日，記者会見を開き，本件工事に係る基礎工事に時間がか

かっているため，本件ビルの完成時期が半年以上遅れ，平成２８年６月以

降となる見通しであることを発表した。（甲４〔枝番号を含む。〕） 

     原告の広報担当者は，報道機関に対し，上記記者会見を受けての見解と

して「できないものは仕方がない。完成を待って予定通り出店する。」と述

べた。（甲４の２） 

     Ｉ及びＴは，平成２５年１１月１４日，原告代表者を訪問し，本件工事

に係る地下工事に想定以上の時間がかかるため，本件ビルの竣工時期が半

年以上先になる予定であることを説明した。（乙４７，証人Ｔ） 

   ウ Ｉ及びＴらは，施工ＪＶから本件崩落に対する今後の対応策及びそれに

伴う工期の延伸についての報告を受け，平成２５年１２月６日，原告代表

者及びＵを訪問し，コンクリートの健全性を確認するなどの必要があり，

本件ビルの開業時期が早くても平成２９年３月頃になることを説明した。

原告は，その時点で，本件ビルへの出店を取り止めることは検討していな

かった。（甲１８，乙４７，証人Ｈ，証人Ｔ） 
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   エ Ｉ及びＴらは，原告代表者に対し，平成２６年２月４日，本件工事の工

程を見直した結果，本件ビルへのオフィスの入居開始時期が平成２８年１

１月，商業施設及びホテル等の開業時期が平成２９年４月の予定となった

ことを記載した書面（乙２９）を交付し，これについて説明した。その際，

Ｉは，被告又はＡとＤとの間の契約に延滞金に関する定めがあることに言

及した。 

     また，Ｔらは，Ｕ及びＨに対し，平成２６年２月４日，開業時期変更後

の本件工事等の全体スケジュール及び本件店舗の内装設計に関するスケジ

ュールについて，資料（乙３１，４５）を用いて説明した。 

一方，Ｕ及びＨは，Ｔらに対し，同日，本件ビルの開業が１年遅れるこ

とが確定したため，その利益補填として，初年度の想定利益２８億８００

０万円（初年度の想定売上３６０億円に利益率８パーセントを乗じた額）

の補償を求めた。これに対し，Ｔは，被告又はＡが施工ＪＶに対して補償

を求める旨を明言しなかった。（以上につき，甲１８，乙２９ないし３１，

４５，４７，証人Ｈ） 

   オ Ａ社長は，平成２６年２月１３日，記者会見を開き，本件ビルへのオフ

ィスの入居開始時期が平成２８年１１月，百貨店及びホテルの開業時期が

平成２９年４月となることを発表した。その際，開業時期の遅れに伴って

本件ビルへ入居予定のテナントが損失を被った場合について，Ａ又は施工

ＪＶが負担することもあり得る旨説明した。（甲５〔枝番号を含む。〕） 

   カ Ｕ及びＨは，前記オの会見内容を踏まえ，Ｔらに対し，平成２６年３月

４日，本件ビルの開業時期が遅延したことに関する補償を求めた。（甲１８，

乙４７） 

     Ｕ及びＨは，Ｔらに対し，同年４月１日，本件ビルの開業時期が遅延し

たことにより想定利益を得ることができないなどと説明した上で，原告に

対する金銭的補償を要求した。これに対し，Ｔは，施工ＪＶとの契約上，
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被告及びＡが施工ＪＶに対して補償を求めることはできないと考えている

旨説明した。原告，被告及びＡは，同日以降も，月１回ないし２回の頻度

で本件店舗に関する定例打合せや設計に特化した打合せを継続していた。

（甲１８，乙４７） 

Ｕ及びＨは，Ｔらに対し，同月２３日，本件税制が発表されたことを受

けて，原告代表者から，新店舗の開業等を平成２８年３月までに行うよう

求められたため，忙しくしている旨の話をした。また，Ｔは，Ｈから，本

件ビルの開業遅延に係る補償を請求されたため，①被告及びＡが施工ＪＶ

に対して損害賠償等を請求するつもりはないこと，②被告及びＡが原告に

対して補償を行う義務を定めた規定が本件予約契約に存在しないため，原

告に対する補償を行うつもりはないこと及び③被告及びＡと原告との良好

な関係を維持するために，出店準備金等の名目で被告又はＡが原告に対し，

何らかの金銭の支払を行うことは検討し得ることを伝えた。（甲１８，乙４

７，証人Ｈ，証人Ｔ） 

   キ Ｔらは，平成２６年５月１６日，Ａにおける本件工事の担当者であるＪ

を伴って，Ｕ及びＨを訪ねた。Ｊは，Ｕ及びＨに対し，本件工事に係る杭

工事ではアースドリル工法を用いていること，本件崩落の内容，本件崩落

の原因が分からないこと及び本件崩落に対する対応策等について説明した。

Ｈは，これを受けて，本件工事の遅延の原因が本件崩落後の工事において

安全を重視した結果であることを理解した旨の発言をし，遅延期間が１年

間であることについて特段異議を述べなかった。また，Ｈは，本件崩落及

びこれによる本件工事の遅延の原因が施工ＪＶにあるのではないかとの趣

旨の意見を述べた。（甲１８，乙４７，４８，証人Ｊ） 

   ク Ｉ及びＴらは，平成２６年６月５日，原告代表者，Ｕ及びＨと打合せを

行った。その際，Ｉは，原告代表者から本件店舗の開業時期について，３

月が大幅な売上の増加が見込まれる時期であることから，平成２９年３月
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初め頃を希望する旨言われたのに対し，開業時期として約束できるのは同

年４月であり，開業時期を早める努力を行うつもりであるものの，同年３

月の開業を約束することはできない旨説明した。（甲１８，乙４７） 

     また，Ｉは，平成２６年６月５日，原告代表者から，被告及びＡが出店

準備金等の名目で支払い得るとしていた金銭の具体的な額について尋ねら

れた際，被告及びＡが原告に対し，本件予約契約に基づく補償義務を負う

わけではないことを説明したが，大きい額を支払えるというわけではない

と述べるにとどまり，具体的な金額を伝えることはしなかった。続けて，

Ｉは，たとえば，原告が負担することになっている甲工事で原告が支払う

であろう金額相当分を被告及びＡが負担することを検討している旨伝えた。

（甲１８，乙４７，証人Ｔ） 

     原告代表者は，Ｉから，本件ビルへの原告の出店に向けた打合せを進め

たい旨告げられ，「やってかなきゃいかんものは，やる。」と発言した。（甲

１８，乙４７） 

   ケ 原告は，原告訴訟代理人らに委任して，被告及びＡに対し，平成２６年

８月１３日付け書面を送付し，本件ビルの竣工及び開業時期が遅延した原

因についての可能な限り正確かつ具体的な説明及びその責任の所在につい

て，書面で回答するよう求めた。（甲６） 

     これに対し，被告は，原告に対し，被告及びＡを代表して平成２６年９

月１日付け書面を送付し，掘削速度を抑えたり，状況の確認頻度を増やす

などさらに丁寧に本件工事を進めることとし，本件工事全般の工程を見直

したことにより，開業予定が平成２９年４月になったこと及び本件工事の

事前調査，工法及び作業手順に問題はなく，被告及びＡが責任を負うもの

ではないとの見解を示した。（甲７） 

   コ 原告代表者は，平成２６年１０月７日，Ｔらとの打合せにおいて，被告

及びＡが原告に対し本件予約契約上の支払義務を負わないとしても，被告
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及びＡにおいて，原告に対し，何らかの補償を行うべきであると発言した。

また，原告代表者は，Ｔらに対し，同日，本件税制を理由として挙げつつ，

本件店舗の開業時期を平成２９年３月とすることを希望する旨述べた。な

お，本件税制においては，平成２８年４月１日から同月３１日までに一定

の条件を満たす生産性向上設備等の取得等をし，国内にある当該法人の事

業の用に供した場合，特別償却又は税制控除が認められる。（甲１８，乙４

７，丙１２〔枝番号を含む。〕，証人Ｈ） 

   サ 原告は，被告に対し，平成２６年１０月１４日，前記ケにおいて原告が

被告及びＡに対して送付した書面に対する回答が，前記ケにおいて被告が

原告に対して送付した書面では不十分であり，本件ビルの開業遅延に関す

る具体的・合理的な説明が得られないことに鑑みると，本件ビルの開業遅

延が被告の帰責事由であるとみなさざるを得ず，原告と被告との間で本件

本契約を締結して賃貸借関係を維持・発展させていくためには本件ビルの

開業遅延に関して被告から誠意ある説明及び対応を受けることが不可欠で

あるとして，本件ビルの開業遅延により原告が被ることになる損害につい

ての被告の見解及び対応について，書面での回答を求める旨の同月１０日

付け申入書を送付した。原告は，同申入書において，本件予約契約書に本

件記載が存在することから，本件予約契約締結に当たり本件ビルの開業が

平成２８年春であることは原告及び被告の共通認識であるとともに本件本

契約締結の当然の前提であって，本件ビルの開業予定時期が早くとも平成

２９年４月となったことは本件予約契約上の被告の債務不履行になり得る

事態であると記載した。また，原告は，本件ビルの開業遅延に伴う損失の

軽減を図るための対策を検討する中で本件税制の存在を認識したところ，

同申入書において，本件店舗の開業時期が同月となった場合，「当初予定し

ていた投資減税措置の適用が受けられなくなる」と記載した。（甲１１の１・

２，丙１２〔枝番号を含む。〕） 
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     被告は，前記ケのとおり，原告に対して，一度書面で回答していたこと

などから，上記申入書に対する回答は不要と判断し，特に回答をしなかっ

た。（甲１８，乙４７） 

   シ Ｕ及びＨは，Ｔらに対し，平成２６年１１月６日，被告が原告に対し，

本件予約契約上の補償義務を負わないとしても，本件ビルの開業が遅延し

たことにより原告が被った損害を賠償すべきである旨の発言をした。Ｔら

は，Ｕ及びＨに対し，被告が原告に対し，本件予約契約上，損害賠償義務

を負うものではない旨説明した。（甲１８，乙４７，証人Ｔ） 

   ス Ｔらは，平成２６年１１月１４日，原告代表者と面会し，本件予約契約

において，被告が原告に対して金銭を支払う法的な義務を負うことはない

旨説明した。これに対し，原告代表者は，原告に対する金銭賠償を拒絶し

続ける被告及びＡに対する抗議の趣旨で，原告には，本件ビルへの出店を

取り止めるという選択肢もあることを示唆する発言をした。（甲１８，乙４

７） 

     原告代表者は，同月２６日にＴらと面会した際にも，本件ビルの開業時

期やその遅延に係る原告への補償について明言を避ける被告に対する抗議

の趣旨で，他の店舗への出店も考えている旨の発言をした。（甲１８，乙４

７） 

   セ Ｉ及びＴは，平成２６年１２月１１日，原告代表者と面会し，本件店舗

を平成２９年３月に開業できるよう全力を尽くす旨伝えたところ，Ｈから

本件店舗を平成２９年３月に開業できるかどうかについて，平成２６年１

２月中に結論を出すよう求められたが，開業前に必要な行政検査等の関係

で名古屋市と協議を行う必要があったこと等から，上記結論を出すために

はもう少し時間がかかる旨説明した上，状況を確認して，同月中に連絡す

る旨伝えた。これに対し，原告代表者は，平成２９年３月に本件ビルを開

業できないのであれば，本件ビルへの原告の出店を取りやめたい旨の発言
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をした。 

     また，Ｉ及びＴは，原告代表者に対し，上記面会において，平成２９年

３月に本件店舗を開業することができた場合，同月及び同年４月分の本件

店舗の賃料を請求するつもりはない旨述べたが，これに対し原告代表者は，

より高額な金銭の支払いを要求する趣旨の発言をした。（以上につき，甲１

８，乙４７，証人Ｈ） 

   ソ Ｔらは，平成２６年１２月２４日にＵ及びＨと打合せを行った際，Ｕ及

びＨに対し，本件ビルの開業に先立つ行政検査を早めるなどの調整が付い

ていないため，平成２９年３月に本件ビルを開業できるか否かについて平

成２６年中に回答することはできない旨説明した。これを受けて，Ｕ及び

Ｈは，Ｔらに対して，平成２９年３月に本件店舗を開業できるか否かを重

ねて問うことはせず，Ｔらの要望を受けて，乙工事の資材搬入計画，什器，

備品及び商品の搬入量を確認する旨述べた。（乙４７，４９の１・２） 

     Ｔは，原告の本件ビルにおける開業時期を平成２９年３月とすることを

検討するため，本件店舗に係る工事における搬入車両台数を検討し，平成

２７年１月９日，Ｕ及びＨに対し，その結果を電子メールにて送付し，そ

の内容の検証を求めた。また，Ｔは，Ｕ及びＨに対し，同電子メールにお

いて，什器，備品及び商品の搬入量の確認を再度依頼した。（乙３５の１・

２，乙４７） 

   タ Ｔは，平成２７年１月２０日にＵ及びＨと打合せを行った際，改めて，

平成２９年３月の開業を想定した場合における，搬入車両台数の検証と什

器，備品及び商品の搬入量の確認を再度依頼し，これらが判明しなければ

同月の開業が可能か否かについて結論を出すことができない旨説明した。

これを受けて，Ｈは，本件税制を理由として，本件店舗を同月に必ず開業

したい旨述べ，Ｔに対し，本件店舗の開業時期がいつ決まるか尋ねた。Ｔ

は，本件店舗の開業時期については，名古屋市の回答次第であるとして明
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言を避けた。 

     また，Ｔは，平成２７年１月２０日，Ｈから，被告及びＡが施工ＪＶに

対して補償を請求しないのか尋ねられ，本件工事を順調に行うことに主眼

があるため，少なくとも現時点で補償を請求するつもりはなく，施工ＪＶ

との間の補償問題とは別に，被告及びＡとして，原告に対し何らかの補償

を行うことはあり得る旨を改めて説明した。 

     さらに，Ｔは，同日，Ｈから，本件店舗の開業時期を平成２８年１２月

とすることを打診されたのに対し，平成２９年３月を開業時期とすること

すら精一杯の状況であり，平成２８年１２月を開業時期にすることを何度

求められても不可能である旨説明した。（以上につき，乙５０の１・２・３） 

   チ Ｔらは，平成２７年２月２日，原告代表者，Ｕ及びＨと面会し，本件ビ

ルを平成２９年３月に開業することの可否の検討及び本件本契約の締結に

関する進め方の予定について資料（乙３６）を用いて説明した。また，Ｔ

が，原告代表者らに対し，本件店舗の開業時期を決定するために乙工事の

資材搬入量等について尋ねたところ，原告代表者は，原告において資材搬

入量を決めることはできないので，別店舗の開業に携わった株式会社Ｖ及

びＷ株式会社に依頼して資材搬入量の算定をさせるよう，Ｈに対して指示

した。原告代表者は，上記面会の際，Ｔが基本的には本件ビルの開業時期

は同年４月である旨述べたのに対し，本件ビルの開業が１年も遅延するこ

とは本来おかしな話であると不満を述べつつも，最終的には，本件税制の

適用を受けることができ，かつ売上増加が見込まれる時期に営業できると

いう理由から，平成２９年３月初めに開業できるようにしていけばよい旨

述べ，上記のとおり乙工事における資材搬入量を確定するための指示を行

った。また，原告代表者は，平成２８年３月に開業できれば，本件税制に

より１００パーセントの投資減税を受けることができたと述べ，本来なら

ば，当該投資減税の分の金銭を被告又はＡに負担してもらわなければなら
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ないと述べたが，それ以上に補償等の金銭の支払を求めることはなかった。

（以上につき，乙３６，４７，５１の１・２） 

 Ｕ及びＨは，平成２７年２月３日，被告の担当者との設計に関する打合

せを行い，残りの作業内容を確認した。設計に関する打合せは，同月１７

日，同年３月３日，同月１７日，同月３１日，同年４月１４日にも継続し

て行うことが予定されていた。（乙４７，５２の１・２，証人Ｈ） 

   本件予約契約の解除の意思表示の経緯等 

   ア 原告は，被告に対し，平成２７年２月９日到達の同月５日付け通知書に

より，本件原告解除１の意思表示を行った。（前記前提事実 ア，甲１０の

１・２） 

   イ 被告は，原告に対し，前記アの通知書に対する回答として，平成２７年

２月１６日付け内容証明郵便を送付し，本件原告解除１には理由がないこ

と，被告が原告に対しこれまで複数回の打合せ等において説明を行ってお

り，本件本契約の締結時期が次第に明らかになりつつある中で本件原告解

除１を受けたことを大変遺憾に思うことを通知した。同内容証明郵便は，

同月１７日，原告へ到達した。（乙３７の１・２，４７） 

     Ｔは，Ｕ及びＨに対し，同日，本件店舗の乙工事における資材搬入に関

する資料（乙３８の２）を電子メールで送信し，同電子メールにおいて，

本件店舗の乙工事を請け負う株式会社Ｖ及びＷ株式会社の担当者を紹介す

るよう求めるとともに，什器備品及び商品の搬入を原告において検討する

よう求めた。（乙３８の１・２，４７） 

   ウ 原告は，被告に対し，前記イの内容証明郵便に対する反論として，平成

２７年２月１８日付け通知書を送付し，原告が，平成２８年春に本件ビル

を開業することが不可能になったことをもって，本件予約契約の目的を達

成することができなくなったと主張していること等を通知した。（乙３９） 

   エ Ｔは，原告に対し，平成２７年２月９日から同月２０日までの間に数回
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にわたって，原告代表者との面会を求めたが，Ｕ及びＨから，原告代表者

の考えは書面で回答しているとして，面会を拒否された。（乙４７，弁論の

全趣旨） 

   オ 被告は，原告に対し，平成２７年３月５日付けの書面を送付し，本件被

告解除の意思表示をした。同書面は，同月６日，原告に到達した。（前記前

提事実 イ，甲８，乙４０） 

   カ 原告は，被告に対し，平成２７年３月１０日付け通知書を送付し，本件

原告解除２の意思表示をした。同通知書は，同月１１日，被告に到達した。

（前記前提事実 ウ，甲９の１・２） 

 ２ 本件予約契約１５条１項３号（同条４項による読替え後のもの）を解除事由

とする，原告による同契約の解除の効力（争点①）について 

   本件開業時期合意１の成否について 

   ア 原告は，被告が本件開業時期合意１に違反したことをもって「本件予約

契約の定めに違反したとき」（本件予約契約１５条１項３号）に該当する旨

主張するから，本件開業時期合意１を，被告に対して本件ビルを平成２８

年春（３月ないし５月）に開業する債務を負わせるものとして主張してい

ると解される。 

そこで検討するに，前記前提事実 ウのとおり，本件予約契約の頭書及

び２条に本件記載があるものの，本件予約契約が締結されたのが平成２５

年１月２３日頃であり（前示１ 本件予約契約締結時に本件ビルの開

業予定時期として記載された時期（平成２８年春）の約３年前であったこ

とからすると，本件予約契約締結時において本件ビルの開業時期を正確に

予測することは困難であったと考えられるし，本件記載における開業時期

の記載が「平成２８年春」という幅の期間を示す表現であり，しかも変更

の可能性があることを示す「予定」という文言が付加されていること（前

からすると，本件記載による本件ビルの開業時期の特定
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は曖昧なものといわざるを得ない。また，本件予約契約の条項案を検討し

ている段階で本件ビルの記載について，原告が，開業予定時期の「特定」

も必要との意見を述べたことを契機として本件記載が加わったものの（前

示１ ，原告は，本件ビルを平成２８年３月末に開業できないことが明

らかになった後においても，本件ビルに出店する方針で被告及びＡとの交

渉を継続している（前示１ ないし同チ）。これらの事情を総合すると，

本件予約契約に本件記載があるからといって，直ちに原告及び被告が，本

件ビルを平成２８年春に開業させることを被告の債務とする趣旨で本件記

載を行ったかどうかは疑問であり，原告と被告との間で，本件ビルを平成

２８年春（３月ないし５月）に開業することを被告の債務とするという内

容の本件開業時期合意１が成立したと認めることはできない。 

   イ 証人Ｈは，①原告と被告との間の話合いにおいて，本件ビルの開業時期

を平成２８年４月又は遅くとも同年５月とする旨の合意の下で本件修正が

なされた，また，②本件ビルの開業時期について合意したために本件予約

契約から引渡日及び開店日の遅延を承諾する条項を削除した旨供述し，同

人作成の陳述書（甲１８）には同旨の記載がある。 

     もっとも，本件予約契約の条項に関する交渉において，本件記載の趣旨

について，予約契約書案を添付した電子メール及び予約契約書案上の付記

事項に記載された内容以上に具体的な話合いが行われたことをうかがわせ

る証拠もないし，また，本件予約契約上に開業時期に関して具体的な合意

がなされたことを明示する条項が存在しないことと整合的でないから，証

人Ｈの上記供述等①は，採用できない。 

     また，本件店舗の引渡日及び開店日の遅延を承諾する条項については，

本件ビルに係る本契約（定期建物賃貸借契約）に基づく本件ビルの引渡し

及びその後の開業に関する条項であるために，予約契約書案の交渉中，本

件ビルに係る本契約の内容を本契約書案として予約契約に別紙添付するこ
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ととした際に，予約契約の条項から本契約書案（予約契約の別紙）へ移さ

れたことが認められるから（前示１

本件予約契約から本件店舗の引渡日及び開店日の遅延を承諾する条項が削

除されたことが，本件開業時期合意１が成立したことの帰結であるとみる

ことはできず，証人Ｈの上記供述等②を採用することはできない。 

   ウ 原告は，本件開業時期合意１を裏付ける事実として，①本件予約契約締

結前に本件ビルの開業時期が平成２８年春になる旨の報道発表を行ったこ

と等（甲１２ないし１５），及び，②本件ビルの開業時期の遅延が生じた後

に，被告又はＡが，原告に対し，開店準備金等の名目での金銭支払に言及

したことを指摘するが，原告が上記①において指摘する報道発表内容等は，

いずれも本件ビルの開業時期の予定を説明し，又は公表したものにすぎず，

被告及びＡが作成したいずれの資料にも上記開業時期が予定であることや

行政手続又は工事の進捗状況により変更されうることが明記してあるから，

上記①の事実が本件開業時期合意１の成立を裏付けるとはいえない。また，

被告が本件ビルの開業時期の遅延が生じた後において開店準備金等の名目

での金銭支払を原告に提案していたとしても，当該金銭支払が原告と被告

又はＡとの間の何らかの合意違反に基づく趣旨とは限らないし，遅くとも

平成２６年４月２３日以降については，被告及びＡが原告に対して本件予

約契約に基づく補償義務を負わないことを前提として，出店準備金等の名

目での金銭支払を申し出たのであるから（前示１ カ），上記②の事実は，

必ずしも本件開業時期合意１を裏付けるものではない。 

   エ 原告は，本件記載が本件ビルの開業期限でないとすれば，本件予約契約

において履行遅滞又は履行不能がおよそ観念されないこととなり不合理で

ある旨主張するが，本件予約契約は，本件ビルの開業時期が当初の予定か

ら遅延した場合について，一律に解除事由から排除するものではないから，

原告の上記主張は採用できない。 



 - 53 - 

   オ そして，他に，本件開業時期合意１の成立の事実を認めるに足りる証拠

はないから，本件全証拠によっても，同事実の証明があるとすることはで

きない。 

   本件開業時期合意２の成否について 

    原告は，仮に本件開業時期合意１の成立が認められないとしても，本件記

載がなされたことに照らすと，少なくとも本件開業時期合意２が成立した旨

主張するが，本件予約契約時点における本件ビルの開業予定時期として本件

記載がなされたことから直ちに，原告及び被告が，本件ビルの開業時期を当

該開業予定時期から大幅に遅延させないことを被告の債務とする意思を有し

ていたとまでは推認できず，他に，本件開業時期合意２の成立を推認させる

事実を認めるに足りる証拠はないから，本件全証拠によっても，本件開業時

期合意２が成立した事実の証明があるとすることはできない。 

    したがって，本件開業時期合意２の成立の事実を認めることはできない。 

   以上により，本件開業時期合意１及び本件開業時期合意２の各成立の事実

は認められないから，被告が本件業時期合意１及び本件開業時期合意２に違

反したことをもって，本件予約契約１５条１項３号（同条４項による読替え

後のもの）所定の解除事由とする，原告による同契約の解除は無効である。 

 ３ 本件予約契約１５条１項４号（同条４項による読替え後のもの）を解除事由

とする，原告による同契約の解除の効力（争点②）について 

 「条件表に定める内容に対して大幅な変更・追加・削除を申し出るなど，

本件本契約の締結が困難となったとき」に該当する事実の有無につき判断す

る。 

 ア 原告は，本件ビルの１年間の開業遅延が少なくとも本件予約契約の内容

の大幅な変更に当たる旨主張するが，本件予約契約１５条１項４号（同条

４項による読み替え後のもの）が「本件本契約の締結が困難となったとき」

の例示として定めるのは「条件表に定める内容に対して大幅な変更・追加・
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削除を申し出る」ときであるところ

の別紙「賃貸借条件表（第２条）」に，本件ビルの竣工時期及び開業時期に

関する記載はないから，本件ビルの開業時期が遅延したことは，「条件表に

定める内容に対して大幅な変更・追加・削除を申し出る」ときには該当し

ない。 

 イ 次に，本件ビルの開業遅延により「本件本契約の締結が困難となったと

き」に該当するかにつき検討する。 

   原告は，「平成２８年春に開業予定の本件ビル」が存在し得なくなった

ことから，本件本契約の締結が困難となったことは明白であると主張す

るが，前示２及び後示７  イのとおり，本件記載は，本件予約契約締結

時点における本件ビルの開業予定時期を記載したものにすぎないから，

本件ビルを平成２８年春に開業し得なくなったことのみから「本件本契

約の締結が困難となったとき」に該当すると評価することはできない。 

   原告は，①本件ビルの開業が平成２８年春から約１年間遅延したこと

に加え，②被告又はＡが本件ビルの開業時期及び開業遅延の原因につい

て適切な説明をしなかったこと，③本件ビルの開業遅延により原告が甚

大な経済的損害を被ることを認識していたにもかかわらず，被告が具体

的な補償額を提示しなかったこと，かえって④本件予約金の返還を拒ん

だことに照らすと本件本契約の締結が困難となったとも主張する。 

   ａ 確かに，①につき，本件予約契約締結時点における本件ビルの開業

予定時期が平成２８年春頃であったのに対し，原告が本件原告解除を

行った平成２７年３月時点ではその約１年後となっていたものの（前

示１ ） ないし同チのとおり，原告は，遅くとも平成２６

年２月４日には本件ビルの開業時期が平成２９年４月の予定に変更と

なったことを認識したことが認められるにもかかわらず，その後も少

なくとも平成２７年２月３日までは，本件ビルに出店することを前提
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として，被告及びＡとの間において，打合せを継続的に行っていたこ

とが認められる。 

     また，前示１  クないし同チのとおり，被告及びＡは，原告から，

本件店舗の開業時期を平成２９年３月としてほしいとの要望を受けた

ため，これを検討し，遅くとも平成２６年１２月１１日には，平成２

９年３月に本件店舗を開業できるよう全力を尽くす旨回答し，これを

検討するため，原告に対し，検討に必要な乙工事の資材搬入量等の提

示を求めたり，原告及び被告において行うべき作業のスケジュールを

作成するなどしていた。そして，前示１  セないし同ケのとおり，原

告は，被告及びＡに対し，平成２６年１２月１１日，本件店舗を平成

２９年３月に開業できるか否かについて平成２６年１２月中に結論を

出すよう求めたところ，同月２４日に被告及びＡから同月中に上記結

論を出すことは困難との回答を得たにもかかわらず，少なくとも平成

２７年２月３日までは，原告が本件ビルに出店することを前提として，

被告及びＡとの間で，打合せを継続的に行っており，同月２日に原告

代表者がＨに対して他社に上記資材搬入量を算定させるよう指示する

など，平成２９年３月に開業できるか否かに係る検討を継続していた。 

     ｂ また，③につき，本件ビルの開業時期が遅延したことにより，原告

が一定の損失を被る可能性があることは被告及びＡにも容易に想定し

うるところであり，現に，Ｕ及びＨが平成２６年２月４日にＴらに対

し，開業初年の想定利益２８億８０００万円の補償を求めたことが認

められるところ（前示１  エ），前示１  カ及び同クのとおり，Ｔは，

Ｕ及びＨに対し，同年４月１日，被告及びＡが施工ＪＶに対して補償

を求めることはできないことを示し，加えて同月２３日には，被告及

びＡが原告に対し，本件予約契約上の補償債務を負わないから同債務

の履行として補償を行うことはできないこと及び被告及びＡが原告と
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の良好な関係を維持する目的で出店準備金等の名目で何らかの金銭を

支払うことは検討しうることを説明し，さらに同年６月５日には，上

記金銭が大きな金額ではなく，たとえば甲工事で原告が負担する金額

相当分である旨を説明していた。 

     ｃ 前記ａ及びｂに照らすと，原告は，本件ビルの開業予定時期が平成

２９年４月となること及び本件ビルの開業時期の遅延による損失につ

いて，被告又はＡに本件予約契約に基づく補償を行う意思がなく，せ

いぜい本件工事の甲工事における原告負担額を支払う程度の補償しか

期待できないことを認識しつつ，平成２７年２月３日までの間，本件

ビルに出店することを前提として，被告及びＡとの間で打合せを継続

してきたのであるから，原告において，本件ビルの開業時期が平成２

９年４月となることや本件ビルの開業遅延に関する補償として被告又

はＡから高額の金銭支払は期待できないことをもって，本件本契約の

締結が困難であるとは考えていなかったものと認められる。 

 かえって，原告は，被告及びＡに対し，平成２６年１０月７日以降，

本件ビルの開業時期を平成２９年３月とするよう要望しているのであ

り，本件ビルの開業予定時期が平成２９年４月であること及び本件ビ

ルの開業遅延に関する補償として被告又はＡから高額の金銭支払を受

けられるとは到底期待し得ない状況にあることを前提としても，本件

予約契約を維持し，本件ビルに出店する意思を有していたものと考え

られる。 

さらに，原告は，本件ビルの開業予定時期が平成２９年４月とされ

たことを受けて，被告及びＡに対し，本件ビルの開業時期を同年３月

とするよう要望しているものの，被告及びＡは，平成２７年２月２０

日に原告代表者との面会を最終的に拒否されるまでの間，上記要望が

実現可能か否か検討を続けていたのであって，原告が本件原告解除１
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に係る通知書（甲１０の１）を作成した同月５日時点において，上記

要望の実現が不可能との結論は出ていなかった（証人Ｈ）し，また，

仮に上記要望を実現することが不可能であったとしても，本件ビルを

平成２９年４月に開業することは可能であったのであり，原告が要望

する開業時期（同年３月）との違いの程度に照らせば，原告の上記要

望との関係においても，直ちに本件本契約の締結が困難とは評価でき

ない。 

なお，前示１  のとおり，原告は，被告及びＡに対し，本件ビルの

開業遅延に係る損失に対する巨額の補償を要求し，また，平成２６年

１１月１４日以降，本件ビルへの出店を取り止める可能性もあること

を示唆しているものの，(ａ)遅くとも平成２６年２月４日には本件ビ

ルの開業時期が平成２９年４月になることを，また，平成２６年６月

５日には本件ビルの開業遅延についてせいぜい本件工事の甲工事にお

ける原告負担額を被告又はＡが負担する程度の補償しか期待できない

旨認識していたこと，(ｂ)平成２６年１１月１４日以降も本件ビルに

出店することを前提とした交渉を継続していること，(ｃ)平成２７年

２月２日時点においても，原告代表者が本来であれば本件税制適用に

よる利益分の金銭を補償してもらわなければならない旨述べるにとど

まり，具体的な金銭支払請求を行っていないことも併せ鑑みれば，原

告が被告に対し，本件ビルの開業遅延に係る巨額の損失補償を要求し

たり，本件ビルへの出店を取り止める旨述べていたのは，被告及びＡ

に対する交渉上の駆け引きの域を出るものではないとみるのが相当で

ある。そうすると，原告が被告及びＡに対し，本件ビルの開業遅延に

係る損失に対する巨額の補償を要求したからといって，原告において，

当該要求が被告及びＡに容れられるものと真に期待して，そのことを

前提にして本件ビルに出店する方向での交渉を継続していたと認める
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ことはできないし，原告が本件ビルへの出店を取り止める可能性もあ

ることを示唆していたからといって，原告において，本件ビルの開業

時期が平成２９年４月となることや本件ビルの開業遅延に関する補償

として被告又はＡから高額の金銭支払を期待できないことを理由とし

て，本件本契約の締結が困難であると考えていたと認めることはでき

ない。 

     ｄ 原告は，前記のとおり，②被告又はＡが本件ビルの開業時期及び開

業遅延の原因について適切な説明をしなかったこと及び④本件予約金

の返還を拒んだことに照らしても本件本契約の締結が困難となったと

主張するが，被告及びＡが，原告に対し，平成２６年５月１６日，本

件工事の担当者に本件崩落の原因等について説明させた際，Ｈが本件

工事の遅延原因を理解した旨の発言をしたこと（前示１  キ），被告

が本件予約金を保持する正当な権限なく本件予約金の返還を拒んだと

は認められないこと（後示９）等に鑑みると，原告の上記主張は採用

できない。 

 したがって，本件ビルの開業遅延により「本件本契約の締結が困難と

なったとき」に該当する事実が生じたとはいえない。 

   ウ 以上により，本件ビルの開業が遅延したことにより「条件表に定める内

容に対して大幅な変更・追加・削除を申し出るなど，本件本契約の締結が

困難となったとき」に該当する事実が生じたとはいえない。 

 なお，事案に鑑み，念のため，仮に，本件ビルの開業が遅延したことによ

り「本件本契約の締結が困難となったとき」に該当する事実が生じたとして

も，これが「被告の責めに帰すべき事由」によるものであるかにつき判断す

ることとする。 

 ア 本件崩落について 

 本件崩落が生じた事実自体から本件崩落が被告の帰責性によるものと
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推認されるわけではないところ，原告は，被告又はＡが本件崩落後に講

じた対策を当初から講じなかったことをもって，本件崩落は，土壌に関

する調査や慎重な工事を行わなかったという被告の帰責事由によるもの

であると主張するにとどまる。 

本件工事については，被告及びＡが，日本建築学会の策定した本件指

針に基づいた基礎設計（地盤調査を含む。）を実施し，基礎設計等に基

づいて作成された構造概要書につき建築基準法所定の国土交通大臣の認

定を受け，施工ＪＶに日本建築学会が定める各仕様書，基準，指針等に

基づいて施工計画を作成させ，これに基づいて本件工事を行ったこと及

び日本建築学会の策定した建築工事標準仕様書・同解説のうち杭工事等

の基準について定めるＪＡＳＳ４に基づいて本件杭工事を行ったことが

認められる（前示１ ，乙２０ないし２６，４８，証人Ｊ）のであるか

ら，本件ビルの敷地における土壌の調査や本件工事の慎重さに不適切な

点があったとは認められない。 

そして，他に，本件崩落が「被告の責めに帰すべき事由」により生じ

たことを認めるに足りる証拠はないから，本件全証拠によっても，同事

実の証明があるとすることはできない。 

 原告は，被告及びＡが何を根拠として本件崩落の原因を不明としてい

るのかすら判然としないこと及び被告が開業遅延及び工事遅延について

何ら具体的な説明，回答又は反論を行わなかったことから，被告及びＡ

に本件ビルの開業遅延の帰責性がある旨主張するが，被告及びＡは，本

件崩落の原因及びこれを踏まえた対応策について施工ＪＶ及び監理ＪＶ

とともに検討しており（前示１ ），その検討結果として本件崩落の原

因を特定できなかったものと考えられ，また，被告及びＡが原告に対し，

本件工事の担当者であるＪから本件崩落の原因が分からないこと及びこ

れに対する対応策等について説明を行ったのであるから（前示１ キ），
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上記原告の主張はその前提を欠く。 

 原告は，「甲工事費用相当額」という名目での金員支払に言及したこ

とが被告及びＡに本件ビルの開業遅延の帰責性があることの証左である

とも主張するが，前示１ カ及び同クのとおり，被告及びＡが原告に対

し本件予約契約に基づく補償義務等を負うという趣旨ではなく，原告と

の良好な関係を維持するための金銭として甲工事費用相当額等の名目で

の金員の支払であれば検討できる旨述べたにすぎないから，被告が原告

に対する金銭支払に言及した事実から，被告の帰責性が推認されるとは

いえず，原告の上記主張は採用できない。 

イ 本件崩落に対して被告の講じた対策について 

 原告は，被告が行った対策②及び③が合理性を欠くと主張する。 

しかし，施工ＪＶ及び監理ＪＶとの打合せにおいても本件崩落の原因

を特定することができない状況において，残りの杭工事において同様の

崩落が生じないようにバケットの引き揚げ速度を抑制するなどの取り得

る手段を講じること，地盤が不安定な箇所が存在した可能性等に考慮し

て本件崩落が生じた杭の近傍に杭を追加することにはそれぞれ一定の合

理性が認められるし，さらに，本件崩落の原因を特定することができな

いことに鑑みて，地下の掘削工事においても本件工事の安全性及び適切

性を重視してより慎重に掘削を行うことも，それ自体不合理とまでは認

め難い。 

そして，本件ビル地上４６階，地下６階の高層ビルであり，多数の商

業施設及びオフィスが入居予定であること（甲１５）に鑑みれば，対策

②及び③により本件工事の工期が約１年間にもわたって延伸することを

考慮してもなお，対策②及び③の合理性を否定することはできない。 

     原告は，杭孔の崩落の復旧に要する期間はせいぜい２０日程度であり，

これを著しく超える１年間もの工期の延長は被告の責めに帰すべき事由
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である旨主張し，これに沿う証拠を提出する（甲１９，２０）。 

      しかし，原告の上記主張及び立証は，本件工事とは支持層の深さ，杭

の直径等を異にする工事を前提としたものであること及び証人Ｊが原告

主張の復旧方法も検討したものの本件工事の規模等に照らして実行不可

能と判断したことに鑑みると（甲１９，２０，証人Ｊ），当該方法が，直

ちに，当該対策が本件崩落に対する対策として有効かつ実行可能である

とは認められない。 

     したがって，本件工事の工期延伸をもたらした対策②及び③が「被告

の責めに帰すべき事由」に該当するとは認められない。 

   ウ リニア中央新幹線の計画との関連の有無等について 

     原告は，Ｉがリニア中央新幹線の計画が本件工事の遅延に影響を与えて

いたとの説明をした旨主張するが，これを裏付ける証拠はないし，本件ビ

ルの地下部分の一部（機械室等とする予定であった空間）をリニア中央新

幹線の名古屋駅の導入に充てることによる本件工事の変更点は認められな

いから（甲２２，２３），原告の上記主張は採用できない。 

     また，原告は，本件工事の延伸の原因として，同駅の建設を進めるに当

たり，他社鉄道等との折衝が必要になったことを主張するが，これを裏付

ける証拠はなく，原告の上記主張も採用できない。 

   エ したがって，仮に，「本件本契約の締結が困難となったとき」に該当する

としても，これが「被告の責めに帰すべき事由」によるとは認められない。 

 以上により，「条件表に定める内容に対して大幅な変更・追加・削除を申し

出るなど，本件本契約の締結が困難となったとき」に該当せず，かつ，「被告

の責めに帰すべき事由」によるとも認められないから，本件予約契約１５条

１項４号（同条４項による読替え後のもの）を解除事由とする，原告による

同契約の解除は無効である。 

 ４ 本件予約契約１５条１項４号に準じる事由（同条４項による読替え後のもの）



 - 62 - 

により，同契約を継続し難くなったことを解除事由（同項１３号，同条４項）

とする，原告により同契約の解除の効力（争点③）について 

   「『本件本契約の締結を拒否若しくは締結のための協議に応じず又は条件

表に定める内容に対して大幅な変更・追加・削除を申し出るなど，本件本契

約の締結が困難となったとき』に準ずる事由」が生じたかについて検討する。 

   ア 原告は，①被告が本件崩落発生後の本件ビルの開業時期を明らかにしな

かったこと及び②本件ビルの開業時期の遅延について被告に責任がない旨

の評価を押しつけようとするばかりで真摯な対応をしなかったことをもっ

て上記事由に該当する旨主張する。 

   イ しかし，前記ア①の点につき，前示１ セないし同チのとおり，被告及

びＡは，原告の要望に応じて，遅くとも平成２６年１２月１１日には，平

成２９年３月に本件ビルを開業できるよう全力を尽くす旨回答し，同月の

開業の可否を検討するため，原告に対し，検討に必要な乙工事の資材搬入

量等の提示を求めたり，原告及び被告において行うべき作業のスケジュー

ルを作成するなどして上記検討を継続していたが，開業に必要な行政検査

の関係で名古屋市との調整を行う必要があったために，本件ビルの開業時

期を平成２９年３月とできるか否かについて結論を出すことができなかっ

たのであるから，被告は，原告に対し，説明可能な範囲においては本件ビ

ルの開業時期を説明していたということができるし，被告において開業時

期を確定できない理由についても十分に説明していたと評価できる。 

   ウ また，前記ア②の点につき，前示１  キのとおり，Ｈは，平成２６年５

月１６日，被告及びＡが設けた説明の席上で，本件工事の担当者から本件

崩落の原因等について説明を受けた際，本件工事の遅延原因を理解した旨

の発言をしたのであるから，被告が原告に対し，本件ビルの開業時期の遅

延について被告には責任がない旨の評価を押しつけようとするばかりで真

摯な対応をしなかったとは評価し難い。 
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したがって，前記アの①及び②の各点に係る上記認定事実に照らすと，

被告においては，本件ビルの開業時期及び開業時期の遅延の原因等につい

て，原告に対し，可能な限りの説明を尽くしていたと評価できる。 

   エ 以上により，「『本件本契約の締結を拒否若しくは締結のための協議に

応じず又は条件表に定める内容に対して大幅な変更・追加・削除を申し出

るなど，本件本契約の締結が困難となったとき』に準ずる事由」が生じた

とはいえない。 

 なお，仮に，「本件本契約の締結が困難となったとき」に該当するとして，

これが「被告の責めに帰すべき事由」によるものであると認められないこと

は， で説示したとおりである。 

 以上により，「被告の責めに帰すべき事由」で，「『本件本契約の締結を拒

否若しくは締結のための協議に応じず又は条件表に定める内容に対して大

幅な変更・追加・削除を申し出るなど，本件本契約の締結が困難となったと

き』に準ずる事由」が生じたとは認められないから，本件予約契約１５条１

項４号に準じる事由（同条４項による読替え後のもの）により，同契約を継

続し難くなったことを解除事由（同項１３号，同条４項）とする，原告によ

り同契約の解除は無効である。 

 ５ 本件予約契約１５条１項４号を解除事由とする，被告による同契約の解除（本

件被告解除）の効力（争点④）について 

   原告が「原告の責めに帰すべき事由で，本件本契約の締結を拒否若しくは

締結のための協議に応じない」といえるか検討する。 

   ア 前示１ のとおり，被告及びＡは，本件崩落の発生以降，本件工事の担

当者であるＪから本件崩落の原因及びこれに対する対応策等について説明

した上，本件ビルの開業予定時期が平成２９年４月となると説明していた

ところ，本件ビルの開業時期を同年３月にしてほしいとの原告の要望を受

けて，遅くとも平成２６年１２月１１日には平成２９年３月に本件ビルを
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開業できるよう全力を尽くす旨回答し，同月の開業の可否を検討するため，

原告に対し，検討に必要な乙工事の資材搬入量等の提示を求めるなどして

上記検討を継続しており，一方，原告においても，本件ビルに出店するこ

とを前提として，被告及びＡとの間で，打合せを継続していたのであるか

ら，原告及び被告は，本件崩落以降，遅くとも平成２９年４月に開業する

本件ビルについて，原告及び被告が本件予約契約に基づき本件本契約の締

結義務を負うことを前提に打合せを継続すると同時に，被告及びＡにおい

て，本件ビルの開業時期を平成２９年３月とすることができるか否かを検

討するとの方針を共有していたといえる。 

     そして，前示１  セないし同チのとおり，原告は，被告及びＡに対し，

平成２６年１２月１１日，本件ビルを平成２９年３月に開業できるか否か

について平成２６年１２月中に結論を出すよう求めたところ，同月２４日，

本件ビルの開業に先立つ行政検査を早めるなどの調整が付いていないため，

同月中に上記結論を出すことはできない旨の回答を被告及びＡから受けた

にもかかわらず，原告において，本件ビルを平成２９年３月に開業できる

か否かの検討に必要な確認を行う旨述べ，少なくとも平成２７年２月３日

までは，被告及びＡとの間で，原告が本件ビルに出店することを前提とし

た打合せを継続的に行っており，被告及びＡも，原告に対し，原告及び被

告が行うべき作業のスケジュールを提示するなどして，本件店舗を平成２

９年３月に開業できるか否かに係る検討を継続していたのであるから，原

告及び被告において，上記方針は平成２７年に至っても継続しており，原

告も上記方針に従って，本件店舗を平成２９年３月に開業できるか否かの

検討に必要な確認や打合せに協力していたといえる。 

     ところが，前記１  のとおり，原告は，上記の平成２７年２月３日の打

合せのわずか２日後である同月５日に，被告及びＡから本件店舗を平成２

９年３月に開業できないとの返答を受けたわけでもないのに（証人Ｈ），突
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然，本件原告解除１に係る通知書を送付し，しかも，その後，原告代表者

の考えは，同通知書及びその後に原告が被告に対して送付した通知書に記

載されたとおりであるとの理由により，Ｔから原告代表者との面会実施に

向けた申入れを受けながら，これを拒否したというのである。 

そうすると，原告は，被告との間で上記方針を共有し，被告が上記のと

おり，上記方針に従って真摯に検討を続けていたこと（前示４  イ）を認

識し，自らも上記方針に検討を行っていたにもかかわらず，被告及びＡが

平成２９年３月の開業に向けた検討を継続していた平成２７年２月５日に

突然，本件原告解除１を行い，これ以降，上記方針に従った本件ビルへの

出店に向けた打合せを拒んだことになるから，上記のとおりの同日以降の

原告の行動によって，本件被告解除の意思表示を発信した同年３月５日の

時点で，「原告の責めに帰すべき事由で，本件本契約の締結を拒否若しく

は締結のための協議に応じない」事実が生じたと認めることができる。 

   イ  この点，原告は，本件予約契約は，本件原告解除１により，本件被告

解除の時点で既に効力を終了していた旨主張するが，前示２ないし４及

び後示６ないし９のとおり，本件原告解除１は無効であるから，原告の

上記主張はその前提を欠き，採用できない。 

     また，原告は，解除権を行使したこと自体が新たな解除権の発生原因

となるとすれば，解除権の行使に抑制的にならざるを得ないから本件原

告解除１をもって本件被告解除の解除事由と評価することは許されない

旨主張するが，一方当事者の解除権の行使によって，相手方当事者との

間の信頼関係に重大な影響が生じ得ることは容易に予想できるから，解

除権を行使する際には，その当否について慎重な検討が重ねられるべき

ものであり，前示アの認定判断によって，原告の解除権の行使が不当に

制約されるとはいえない。むしろ，前示アで説示したとおり，本件原告

解除１以降の原告の行動によって，被告が本件被告解除の意思表示を発
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信した時点では，「原告の責めに帰すべき事由で，本件本契約の締結を

拒否若しくは締結のための協議に応じない」との解除事由が生じていた

のであるから，これによる被告の解除権の行使を制限すべき正当な理由

はないというべきである。以上により，原告の上記主張は採用できない。 

     さらに，原告は，被告及びＡが工事費の負担増を覚悟してでも遅延期

間をできる限り短縮するという措置をとることなく，他方で，原告が被

った負担増又は損害について何ら配慮を示さなかったことに照らすと，

原告が本件原告解除１を行って本件予約契約から離脱したことが原告の

帰責事由となることはない旨主張する。 

しかし，前示１ のとおり，被告及びＡは，施工ＪＶ及び監理ＪＶと

の打合せを行って本件ビルの開業予定時期を平成２９年４月と定めたの

であって，工事費を増額すれば遅延期間を短縮できた旨の主張について

の裏付けもない。また，前示１ のとおり，原告は，本件ビルの開業時

期の遅延による損失について，被告又はＡに本件予約契約に基づく補償

を行う意思はなく，せいぜい本件工事の甲工事における原告負担額を支

払う程度の補償を期待し得るにすぎないことを認識しつつ，平成２７年

２月３日までの間，本件ビルに出店することを前提として，被告及びＡ

との間で打合せを継続していたのであるから，被告及びＡが原告の損失

に何ら配慮を示さなかったとまでは認められないし，原告においても，

被告及びＡによる金銭負担が一定程度にとどまることを認識しつつも本

件予約契約に基づく本件本契約締結義務を前提とした打合せを継続して

いたものである。 

      以上のとおりの本件崩落に対する被告の対応や本件ビルの開業遅延に

より原告が被る損失に関する被告の配慮の内容，程度及びこれに対する

原告の交渉態度等に照らせば，原告の帰責性を否定すべき事情（原告に

よる本件予約契約に基づく本件本契約締結義務の履行拒否を正当化し得
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る事情）があるとはいえず，原告の上記主張は採用できない。 

   そして，前示１ オのとおり，被告は，原告に対し，平成２７年３月５日

付けの書面を送付して本件被告解除の意思表示を行い，同書面が同月６日，

原告に到達したのであるから，本件被告解除は有効である。 

 ６ 債務不履行に基づく，原告による本件予約契約の解除の効力（争点⑤）につ

いて 

 平成２８年春に開業される本件ビルの本件本契約を締結することが本件予

約契約の目的であったかにつき，検討する。 

前記前提事実 ウのとおり，本件予約契約書の頭書及び２条に本件記載が

あるものの，本件予約契約が締結されたのが平成２５年１月２３日頃であり

（前示１ 本件予約契約締結時に本件ビルの開業予定時期として記載

された時期（平成２８年春）の約３年前であったことからすると，本件予約

契約締結時において本件ビルの開業時期を正確に予測することは困難であっ

たと考えられるし，本件記載における開業時期の記載が「平成２８年春」と

いう幅のある期間で示されており，しかも「予定」という文言が用いられて

らすると，本件記載による本件ビルの開業

時期の特定は曖昧なものといわざるを得ない。 

また，本件予約契約の条項案を検討している段階で本件ビルの記載につい

て，原告が，開業予定時期の「特定」も必要との意見を述べたことを契機と

して本件記載が加わったものの（前示１

に開業できないことが明らかになった後においても，原告が本件ビルに出店

する方針で被告及びＡとの交渉を継続していたというのである（前示１

ないし同チ）。 

そうすると，本件予約契約書に本件記載があるからといって，直ちに，原

告及び被告が，本件ビルの開業時期をも本件予約契約の目的に含める趣旨で

本件記載を行ったかどうかは疑問であり，本件予約契約締結時，原告及び被
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告が，平成２８年春に開業される本件ビルの本件本契約を締結することを本

件予約契約の目的とする意思を有していたとまで認めることはできない。 

そして，他に，原告及び被告が，平成２８年春に開業される本件ビルの本

件本契約を締結することを本件予約契約の目的としていた事実を認めるに足

りる証拠はないから，本件全証拠によっても，同事実の証明があるとするこ

とはできない。 

 したがって，本件ビルを平成２８年春に開業することが困難になったこと

により，本件予約契約の目的を達成することは不可能になったとはいえない

から，債務不履行に基づく，原告による本件予約契約の解除は無効である。 

 ７ 本件予約契約１４条１項１号を解除事由とする，原告による同契約の解除の

効力（争点⑥）について 

   「被告・原告の計画」に，本件ビルを平成２８年春に開業することが含ま

れていたかにつき，検討する。 

   ア 前記前提事実 オ のとおり，本件予約契約１４条１項１号は，「不可

抗力」，「経済事情の変動」，「第三者の開発行為の滞り」等，原告及び

被告の責めに帰すことができないと考えられる事情によって「被告・原告

の計画どおりの本件ビルの建設が困難と合理的に判断されるとき」には，

原告及び被告の双方が本件予約契約を解除することができると定めている

ところ，当該規定は，本件予約契約の一方当事者が解除の意思表示を行う

ことによって，相手方に帰責事由がないにもかかわらず，本件予約契約の

効力を失わせて，相手方が期待できた利益を相手方から失わせる効果を発

生させることを容認するものであるから，当事者間の合理的な意思解釈と

して，上記規定は，本件予約契約の解除事由として，本件予約契約の一方

当事者に上記効果を生じさせてもやむを得ないような状況に至った場合を

想定しており，その場合に限って解除権が発生することを定めたものであ

ると解するのが相当である。 
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   イ 進んで，上記アの見地から，本件ビルを平成２８年春に開業することが

「被告・原告の計画」に含まれていたか否かにつき判断する。 

まず，前記前提事実  ウのとおり，本件予約契約書の頭書及び２条に本

件記載があることや 本件予約契約締結に先立つ平

成２４年５月１６日頃，報道機関に対し，本件ビルの完成時期を平成２７

年末，百貨店及びホテルの開業時期を平成２８年春とする旨発表するなど

したことに照らすと，原告と被告は，本件予約契約締結の時点において，

本件ビルの開業時期として，平成２８年春頃を予定したものと認められる。 

     しかし，①平成２４年４月２０日付けの全体スケジュールにおいても，

本件ビルの開業時期に影響する甲工事及び乙工事等について「今後工事工

程計画の深度化・行政検査により変更の可能性あり。」と記載されているこ

と（甲１２），②同年５月１６日頃の報道発表資料にも「スケジュールにつ

いては，今後の行政手続き及び工事の進捗状況により変更となる場合があ

ります。」と記載されていること（甲１３），③本件予約契約が締結された

のが平成２５年１月２３日頃であり（前示１ 本件予約契約締結時に

本件ビルの開業予定時期として記載された時期（平成２８年春）の約３年

前であったこと，④本件記載における開業時期の記載が「平成２８年春」

という期間に幅のある表現が用いられた上，その変更の可能性があること

を示す「予定」という文言が付記されていること 及

び⑤本件予約契約の条項案を検討している段階で本件ビルの記載について，

原告が，開業予定時期の「特定」も必要との意見を述べたことを契機とし

て本件記載が加えられたこと（前示１ に照らすと，原告と被告は，

本件予約契約締結の時点で，本件ビルの開業予定時期が将来的に変更され

る可能性が十分にある客観的な状況の下で，その旨を十分に認識していた

ものと認められるから，本件ビルの開業時期が上記開業予定時期から変更

された場合に，一方当事者に本件予約契約の解除を認め，他方当事者に同
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契約について期待できた利益を失わせるという重大な効果を生じさせるこ

とができるものとして，本件ビルの開業時期が記載された（本件記載）と

まで認めることはできない。 

また，⑥本件ビルを平成２８年３月末に開業できないことが明らかにな

った後も，原告が本件ビルに出店する方針で被告及びＡとの交渉を継続し

ていたこと（前示１ ないし同チ）からみても，原告及び被告が，本件

予約契約締結時点において，本件予約契約に記載された本件ビルの開業時

期について，変更されることがあり得るものと認識しており，また，本件

ビルの開業時期が上記開業予定時期から変更された場合について，直ちに

一方当事者に本件予約契約の解除を認められ，他方当事者から同契約につ

いて期待できた利益を失わせるという重大な効果を生じさせることができ

るものと考えていたわけではなかったと考えることができる。 

   ウ 以上により，原告及び被告が，本件予約契約締結時において，本件ビル

の開業予定時期が変更されたことの一事によって，相手方に帰責事由がな

くても，本件予約契約の効力を失わせ，相手方が期待できた利益を相手方

から失わせる効果を発生させることを意欲していたとは認められないから，

本件ビルを平成２８年春に開業することが「被告・原告の計画」に含まれ

ていたとは認められない。 

   エ これに対し，原告は，本件修正の経緯及び本件ビルの開業時期を平成２

８年春とする旨の平成２４年５月１６日頃の報道発表を原告が信頼し，そ

の計画を承諾したことからすると，平成２８年春の時点で本件ビルが開業

することが「被告・原告の計画」に含まれていた旨主張するが，本件修正

の経緯及び上記報道発表の内容に照らしても，本件ビルを平成２８年春に

開業することが「被告・原告の計画」に含まれていたと認められないこと

は，前示イのとおりであるから，原告の上記主張は採用できない。 

 以上により，本件ビルを平成２８年春に開業することが「被告・原告の計
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画」に含まれていたとは認められないから，本件ビルを同年春に開業するこ

とが困難になったことは，「被告・原告の計画どおりの本件ビル建設が困難と

合理的に判断されるとき」に該当しない。したがって，仮に，本件原告解除

１が本件予約契約１４条１項に基づくものであるとしても，同項１号を解除

事由とする，原告による同契約の解除は無効である。 

 ８ 本件予約契約１４条１項４号を解除事由とする，原告による同契約の解除の

効力（争点⑦）について 

   本件ビルを平成２８年春に開業するとの予定が実現しなかったことが，本

件予約契約１４条１項１号に準ずる事由に該当するかにつき検討する。 

ア 前示７ アのとおり，本件予約契約１４条１項１号に該当するのは，本

件予約契約について相手方が期待できた利益を相手方から失わせてもやむ

を得ないような状況に至った場合に限定されると解することが，当事者間

の合理的な意思解釈に合致するから，これに準ずる事由についても同様に

限定的に解するべきである。 

イ 前示７ イのとおり，原告及び被告が，本件予約契約締結時において，

本件ビルの開業予定時期が変更された場合について，一方当事者に本件予

約契約の解除を認め，他方当事者に同契約について期待できた利益を失わ

せるという重大な効果を生じさせることができるものと考えていたとは認

められないから，本件ビルを平成２８年春に開業するとの予定が実現しな

かったことが，「天災地変その他の不可抗力，暴動・争議，経済事情の変動，

土壌汚染や埋設文化財等の判明，本件ビルの建設計画に影響する許認可や

第三者の開発行為の滞りその他の事由により被告・原告の計画どおりの本

件ビル建設が困難と合理的に判断されるとき」に準ずる事由に該当すると

は認められない。 

 なお，本件ビルの開業遅延が解除事由（本件本契約の締結が困難となった

とき）に当たらないとの前示３  イの認定判断からすれば，本件ビルを平成
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２８年春に開業するとの予定が実現しなかったことは，「本件本契約の締結

が困難と合理的な理由により判断されるとき」に該当しないといえる。 

 したがって，本件予約契約１４条１項４号所定の「その他前各号（本件予

約契約１４条１項１号）に準ずる事由で，本件本契約の締結が困難と合理的

な理由により判断されるとき」に該当するとは認められないから，仮に，本

件原告解除１が同項に基づくものであるとしても，同項４号を解除事由とす

る，原告による同契約の解除は無効である。 

 ９ 本件予約金に係る不当利得返還請求の可否（争点⑨）について 

   原告は，本件原告解除１，本件被告解除及び本件原告解除２に係る解除事

由がいずれも認められない場合について，本件予約金に係る不当利得返還請

求が可能である旨主張するが，前示５のとおり，本件被告解除に係る解除事

由が認められないとはいえないから，上記請求の前提を欠く。 

   原告は，被告又はＡがＢとの間で平成２７年５月１４日までに本件ビルへ

の出店に関する契約を締結したために，本件予約契約は終了した旨主張する

が，被告又はＡが同日までにＢとの間で本件ビルへの出店に関する契約を締

結したとの立証はないし，同契約が締結されたことにより本件予約契約が終

了したといえる根拠も明らかでないから，原告の上記主張は採用できない。 

   原告は，被告又はＡがＢとの間で本件ビルへの出店に関する契約を締結し

たために，本件ビルへの出店について本件予約契約と二重に契約を締結した

ことになることを理由として，本件予約契約を，同契約１５条１項４号（同

条４項による読み替え後のもの），同契約１４条１項１号若しくは事情変更

を根拠として解除できる旨主張するが，本件予約契約は，本件被告解除によ

って解除されており（前示５），被告又はＡが，Ｂ及び原告との間で，本件

ビルへの出店に関する契約を二重に締結した時期があったとの立証はないか

ら，原告の上記主張は前提を欠き，採用できない。 

   以上により，被告に本件予約金を保持する正当な権限がないとの主張は認
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められないから，原告の本件予約金に係る不当利得返還請求は理由がない。 

 10 時機に後れた攻撃防御方法の却下の申立て（争点⑪）について 

   以上に判示するところからすると，訴訟を完結させるために，新主張①及び

②についてさらに審理を行う必要は認められないから，新主張①及び②の提出

を認めても，これが提出されなかったならば訴訟を完結することができたであ

ろう時期よりも訴訟の完結の時期が遅れることになるとは認められない。 

したがって，その余の点につき判断するまでもなく，時機に後れた攻撃防御

方法の却下の申立ては理由がない（新主張①及び②は却下しない。）。 

11 結論 

以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，原告の請求は，い

ずれも理由がないから，これを棄却することとして，主文のとおり判決する。 
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